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総 務 企 画 委 員 会 記 録＜第６号＞ 

 

 

開会の日時 

 

年月日  令和８年３月19日 木曜日 

開 会  午前10時０分 

散 会  午後４時39分 

 

 

場 所 

 

第７委員会室 

 

 

議 題 

 

１  令  和  ７  年 沖縄県知事の給与の特例に関する条例 

    第 ７ 回 議 会 

乙第１号議案 

２ 乙第１号議案 沖縄県公益認定等審議会条例の一部を改正する条例 

３ 乙第２号議案 沖縄県職員の給与に関する条例及び沖縄県会計年度任用職

員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

４ 乙第３号議案 沖縄県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する

条例 

５ 乙第４号議案 情報通信技術を効果的に活用するための規制の見直しに伴

う関係条例の整備に関する条例 

６ 乙第５号議案 沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例 

７ 乙第27号議案 沖縄県警察職員の定員に関する条例の一部を改正する条

例 

８ 乙第28号議案 沖縄県警察関係手数料条例の一部を改正する条例 

９ 乙第48号議案 包括外部監査契約の締結について 

10 乙第49号議案 副知事の選任について 

11 乙第50号議案 専決処分の承認について 

12 陳情令和６年第96号外27件 
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13 閉会中継続審査・調査について 

14 視察・調査について 

 

 

出 席 委 員 

 

委  員  長  西 銘 啓史郎 

副 委 員 長  高 橋   真 

委   員  宮 里 洋 史 

委   員  徳 田 将 仁 

委   員  島 尻 忠 明 

委   員  呉 屋   宏 

委   員  島 袋   大 

委   員  幸 喜   愛 

委   員  玉 城 健一郎 

委   員  大 田   守 

委   員  仲宗根   悟 

委   員  渡久地   修 

委   員  当 山 勝 利 

 

 

欠 席 委 員 

 

       なし 

 

 

説明した者の職・氏名 

 

知 事 公 室 長  溜   政 仁 

 危 機 管 理 課 長  古 堅 宗一朗 

 消 防 防 災 対 策 課 長  照 屋 陽 一 

 辺 野 古 新 基 地 建 設 問 題 対 策 課 長  出 井   航 

 平 和 ・ 地 域 外 交 推 進 課 長  照 屋 真 子 

企 画 部 長  武 田   真 

 生 活 福 祉 部 保 護 ・ 援 護 課 班 長  多和田 尚 志 
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保 健 医 療 介 護 部 地 域 保 健 課 班 長  嘉手納 克 子 

 文 化 観 光 ス ポ ー ツ 部 観 光 振 興 課 長  親富祖 英 二 

 文 化 観 光 ス ポ ー ツ 部 観 光 振 興 課 班 長  前 原   芳 

 警 察 本 部 警 務 部 長  横 山 弘 泰 

 警 察 本 部 生 活 安 全 部 長  垣 花   聡 

 警 察 本 部 地 域 部 長  親 川 直 樹 

 警 察 本 部 交 通 部 長  山 内 敏 雄 

 警察本部交通部参事官交通企画課長事務取扱  仲 里   鍛 

 警 察 本 部 交 通 部 交 通 規 制 課 長  東 濵 貴 大 

 警 察 本 部 警 備 部 長  齋 藤 千 尋 

  

 

 

  

○西銘啓史郎委員長 ただいまから、総務企画委員会を開会いたします。 

 本日の説明員として、知事公室長、企画部長、警察本部警務部長及び地域部

長外関係部長等の出席を求めております。 

  まず初めに、乙第27号議案沖縄県警察職員の定員に関する条例の一部を改

正する条例を議題といたします。 

 ただいまの議案について、警察本部警務部長の説明を求めます。 

 横山弘泰警務部長。 

 

○横山弘泰警務部長 乙第27号議案沖縄県警察職員の定員に関する条例の一

部を改正する条例について御説明いたします。 

 乙第27号議案は、サイバー空間における対処能力の強化及び匿名・流動型

犯罪グループに対する戦略的な取締りの強化を図ることを目的に、令和８年度

に地方警察官が増員され、県警察は70人が増員されることになりました。 

 地方警察職員の定員については、警察法第57条第２項の規定により、条例

で定めることとされていることから、警察官の定員を改めるものであります。 

 以上で、乙第27号議案の説明を終わります。 

 御審査のほど、よろしくお願いいたします。 

 

○西銘啓史郎委員長 警務部長の説明は終わりました。 

 これより、乙第27号議案に対する質疑を行います。 

 なお、質疑に際しては、委員自らタブレットの発表者となり、引用する資料
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の名称、ページ番号等を述べた上で該当するページを表示し、質疑を行うよう

御協力をお願いいたします。 

 また、質疑・答弁に際しては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重

複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営

が図られるよう御協力をお願いいたします。 

 質疑はありませんか。 

  宮里洋史委員。 

 

○宮里洋史委員 今回の定数条例についてですが、70名増えるということで、

これはいきなり70名増やすということとはイコールではないと思っているんで

すけれども、どれぐらいの計画で充足していく計画なのかお聞かせください。 

 

○横山弘泰警務部長 お答えいたします。 

 警察官の採用につきましては、通年度でありましたら、基本的に年度ごとの

退職者を補充するために実施しているところでございます。これに加えて今回

増員する70名の採用につきましては、計画的に２年から３年の計画で採用して

いきたいというふうに考えているところでございます。その理由といたしまし

ては、一度に採用することとなれば、競争倍率が下がるなどにより、採用者の

質の低下が懸念されるところでございまして、そのような方向性で考えている

ところでございます。 

 以上でございます。 

 

○宮里洋史委員 70名のところの採用についてはイコールではないと思うんで

すけれども、中途というか、一度普通退職されて出戻りではないですけれど、

そういった方のことも考えられるということでよろしいですか。 

 

○横山弘泰警務部長 御説明いたします。 

 まず、警察官の採用については、大学卒業直後の新卒だけではなくて、年齢

上限34歳まで受験資格がありますので、当然その民間を経験されつつ、警察官

になりたいということで受験されるということも可能となっております。ま

た、それに加えて、中途採用の競争選考ではなくて、中途採用の選考採用の枠

も設けておりまして、サイバーですとか、また航空機の整備ですとか、そう

いった特殊技能を要するものについては、社会人経験やそういった技能を踏ま

えて、選考採用するなどの枠を設けて採用を行っているところでございます。 
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○宮里洋史委員 警察官を普通退職された部分の答弁をお願いいたします。 

 

○横山弘泰警務部長 当然、警察官の再採用という制度もございまして、警察

官を辞められた方を辞められた当時の階級と同じ階級で採用するなどの制度を

設けておりまして、辞められた警察官が再度警察で働くということも制度上可

能となっておりますし、その採用を行っているところでございます。 

 以上です。 

 

○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。 

 大田守委員。 

 

〇大田守委員 お尋ねしたいんですが、中途採用の場合、民間のほうから採用

するとなるとよっぽど能力ある方じゃないと駄目だと思うんですけれども、そ

の場合の給与面とか、やはりこれ民間と差が大き過ぎるとなかなか来てくれな

いという面が出てくると思うんですよね。その点はどのようにお考えでしょう

か。 

 

○横山弘泰警務部長 お答えいたします。 

 技能を有する方の選考採用における中途採用につきましては、巡査部長の階

級からの採用となっておりまして、一定程度新卒採用よりもよい処遇での採用

となっているところでございます。引き続き処遇改善も含めてですね、民間と

の格差の改善には努めてまいりたいと思っているところでございます。 

 以上です。 

 

〇大田守委員 今行政から民間に移る方もいらっしゃるんですよ、給与面で。

そうなってくるといわゆるこの使命感というか、これをしっかりと持ってない

となかなか難しいと思うんですよね。その辺はどのように考えておりますで

しょうか。 

 

○横山弘泰警務部長 もちろん職場のやりがいですとか、働きやすい環境を確

保しまして、警察で長く勤めていただくということは非常に大事だと思ってお

ります。その意味で休暇のとりやすい環境ですとか、育児のしやすい環境です

とか、そういったものに特に最近警察としては力を入れているところでござい

まして、給与面のみならず、そういった環境の整備、また、当然警察官として

働く上では、誇りや使命感を持ちながら、満足感を得ながら、働くということ
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も大事ですので、そういった部分を含めて、士気高揚や環境整備を行っている

ところでございまして、引き続き取り組んでいく所存でございます。 

 以上です。 

 

〇大田守委員 お願いします。 

 もう一件のほうに移っていきたいと思っています。今回、水難事故防止のた

めの条例ができますけれども、このＯＭＳＢという組織、これの内容はどう

いった……。 

 

○西銘啓史郎委員長 大田委員、今は27号です。 

ほかに質疑はありませんか。 

 当山勝利委員。 

 

○当山勝利委員 幾つかお伺いします。 

 こちらの概要説明の中に、全国の地方警察官が475人増員され、沖縄県警の

場合、そのうち70人が配分されたとありますが、割合的に大きくなっていま

すけれども、その理由について御説明をお願いします。 

 

○横山弘泰警務部長 お答えいたします。 

 県警察としては70人の配分を決定した主体ではなくて、警察庁が決定した

ところでございますので、その理由を答弁する立場にはございませんが、一般

論で申し上げますと、政令で定める地方警察官の定員につきましては、人口や

治安情勢などを踏まえ、国全体で均衡の取れた治安体制を維持し、必要な限度

の警察力を確保する観点で示されるものであるというふうに承知しているとこ

ろでございます。 

 本県の状況としまして、離島県という地理的な特殊性を有していること、ま

た県を挙げた観光産業の進展に伴い、国内外から来訪する観光客が増加し続

け、令和７年の入域観光客数が約1000万人を超えるなど過去最高を更新してい

ること、そのほか米軍基地から派生する様々な警察事象や尖閣諸島を取り巻く

情勢の変化など、ほかの都道府県にない特殊な事情が存在するところでござい

まして、これらはますます厳しい治安情勢にあったところ、全国的にサイバー

空間の脅威や匿名流動型犯罪グループへの対処ということで、警察庁において

総合的な検討がなされたというふうに考えているところでございます。その結

果、本県に70人の配分がなされたものと承知しております。 
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〇当山勝利委員 県議会でも度々委員会でも、県民１人当たりなのか、1000

人当たりなのかは分かりませんけれども、警察官の人数が少ないということで

指摘されているところだったと思います。その分、配慮されたのかなと思って

おりますので、よかったなと思っております。 

 次、お伺いします。表の中に警察官以外の職員、311名というのがあって、

今回そこの人数には変わりはないのですが、この方々はどのようなお仕事をさ

れているのか、伺います。 

 

○横山弘泰警務部長 お答えいたします。 

 一般職の警察職員もここの数に含めているところでございます。業務につき

ましては多岐にわたりまして、一般の庶務業務ですとか、会計手続の業務です

とか、様々な業務を行っていただいているところでございます。基本的には、

警察官の業務を支える業務を行っていただいているというふうに認識している

ところでございます。 

 

〇当山勝利委員 警察官の業務を支えるような庶務であったり、会計業務で

あったりされているということなんですが、警察官は増えています。度々増え

ていますよね。年度ごとに増えてきていると思うんですが、今回この下支えを

するような職員の方々がいないとなると、業務的にちょっと負荷が重くなると

思うんですけれども、そこら辺はいかがでしょうか。 

 

○横山弘泰警務部長 お答えいたします。 

 おっしゃるとおり、沖縄県の治安を維持して県民の期待と信頼に応え続ける

ためには、警察官のみならず、警察官の業務を支える一般職の存在が不可欠で

あるというふうに考えているところでございます。数を申し上げますと、平成

14年度から現在までに警察官が638名増えているところ、また今回の70名お認

めいただけましたら708人増えたことになるところでございますが、一般職の

定員につきましては、平成14年の305人から現在の311人と６人の増員にとど

まっているというふうに認識しているところでございます。  

 これにつきましては、一般職員の業務環境を改善し、業務負担を少しでも軽

減するような取組、業務の効率化などに取り組むとともに、警察官が真に求め

られる一般治安業務に専念できるように、一般職員の増員の必要性につきまし

ても、知事部局に丁寧に説明を行っていきたいというふうに思っているところ

でございます。 
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〇当山勝利委員 分かりました。708人、警察官増えているけれども、仕事を

される方々が６人しか増えてないということで、ちょっと割合的にまだ少ない

のかなと思いますので、それをまた知事部局には求めていらっしゃるというこ

とですから、ぜひそこら辺は積極的にやっていただけたらと思います。 

 最後になりますけれども、70名増員の方々の理由には匿名流動型犯罪であっ

たり、サイバー空間の犯罪対処能力であったりということを理由に挙げられて

いて、今回の予算でもそのような強化をされる予算もついておりました。この

70人というのは、この２つのお仕事に従事される、要するにこの２つの仕事で

70名増やされるのか、そうではなくて、それ以外の仕事もトータル的にこの70

人に配分されるのか、そこら辺だけちょっと御説明ください。 

 

○横山弘泰警務部長 お答えいたします。 

 今回増員を予定しております70名につきましては、サイバー犯罪対策の強化

と、匿名流動型犯罪グループへの対処の強化、総合対策の強化のための組織改

正、体制強化につけるつもりです。 

 具体的な割当てとしましては、サイバー関係が15名、匿流関係を55名の予

定でございます。これらの対策にこの70名を使うということでございます。 

 

〇当山勝利委員 どちらも今社会問題にもなっていますし、県民も国民も含め

て不安な状況であると思いますので、しっかり頑張っていただきたいと思いま

す。 

 以上で終わります。 

 

○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。 

 

   （「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

○西銘啓史郎委員長 質疑なしと認めます。 

 よって、乙第27号議案に対する質疑を終結いたします。 

 次に、乙第28号議案沖縄県警察関係手数料条例の一部を改正する条例を議

題といたします。 

 ただいまの議案について、警察本部地域部長の説明を求めます。 

 親川直樹地域部長。 

 

○親川直樹地域部長 乙第28号議案沖縄県警察関係手数料条例の一部を改正
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する条例について御説明いたします。 

 乙第28号議案は、沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関

する条例に規定されている安全対策優良海域レジャー提供業者の指定に係る手

数料について、審査を受ける事業者が負担する手数料の適正化を図るため、沖

縄県警察関係手数料条例を改正するものであります。 

 主な改正内容は、現行の指定手数料を廃止して、審査手数料及び交付手数料

を新設し、各手数料の納付時期を申請時と審査に合格した事業者に優良標示等

を交付する際に区分するものであります。 

 なお、審査に合格した事業者が支払う手数料の総額は、現行の額と変更はご

ざいません。 

 以上で、乙第28号議案の説明を終わります。 

 御審査のほど、よろしくお願いします。 

   

○西銘啓史郎委員長 地域部長の説明は終わりました。 

これより、乙第28号議案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 大田守委員。 

 

○大田守委員 先ほど先走ってしまいましてすみません。 

今回の条例なんですけれど、ＯＭＳＢという団体の具体的内容は、人数と

か、どういった審査をするのか、それをお願いしたいんですけど。 

 

○親川直樹地域部長 御説明いたします。 

 一般財団法人沖縄マリンレジャーセーフティービューローにつきましては、

平成６年の水上安全条例の施行を機に、県内におけるスポーツやレクリエー

ション等に伴う水難事故を防止して、海域レジャーの健全な振興に寄与するこ

とを目的として、平成６年に設立されておりまして、これまでに県民等に対す

る広報活動や事業者に対する安全対策の指導及び事故防止等に向けた情報共有

を行うなど、県内の海域レジャー業界を包括的に指導し、事業者の指導育成の

中心的な役割を担っている団体であります。 

 なお職員については３名おりまして、事業につきましては警察から委託して

いるいわゆるマリン事業の審査事業であるとか、あと水難救助員の講習等と

いったことを事業として行っております。 

 以上であります。 
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〇大田守委員 現在、この条例の中で優良事業者に認定している事業者数は幾

らぐらいで、そして、今回からこの条例がしっかりと新しくなることによって

さらに増えると思うんですけれども、現在の実数と、そして予想は今後大体ど

ういった形で考えているんでしょうか。 

 

○親川直樹地域部長 現在指定されているマル優事業者数でありますけれど

も、令和７年12月末現在で122件となっております。 

 今後につきましては、近年、やはりマリンレジャー事業者の増加、そしてそ

れに伴って申請数も増加しておりますので、しっかりと手数料条例の今回改正

をしましてですね、対応していきたいと思っております。 

 以上です。 

 

〇大田守委員 予想は立ててない。大体どれぐらい増えるだろうとか。 

 

○親川直樹地域部長 すみません。先ほど122件と申し上げましたけれども、

事業届出数からしますと、現在約３％の割合になっております。 

 したがいまして、将来的な数についての予測については、非常に困難な状況

がありますけれども、この指定数を増やしていくことについて、様々な関係機

関と連携しながら対応していきたいと思っております。 

 以上です。 

 

〇大田守委員 県内のマリン関係に関する事業者数というのは、多分3000近く

あるんじゃないかなと思っているんですよね。その中に１割にもいっていない

現状、やっぱりそこはしっかりとした周知徹底をしていけば、あとこの事業者

の皆さん方を使う消費者、利用する方々の選定の目安になると思うんですよ

ね。その選定の目安でもって、やはり私は増えてくると思うんですよ。今回の

辺野古の事故がありましたし、そうなってくると、マリンレジャーの優良事業

者の選定という大変重い、私は事業の一つになってくると思います。 

 これからもし相当な倍数で増えるんであれば、３名の職員で足りるかどう

か、その点は、将来、そのときにはどのような形で対応されるのか。これは民

間の団体だと思いますので、そこは警察が増やせとは言えないと思うんですけ

れども、やはり要請は出していかないといけないと思うんですよね、ある程

度。その点はどのようにお考えでしょうか。 

 

○親川直樹地域部長 まず、海域レジャー事業の健全化ということについて、
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マル優事業者の指定を並行して推進していくことは非常に重要だと思います。 

 先ほど沖縄マリンレジャーセーフティービューローの職員３名と申し上げま

したけれども、現状におきましては、審査業務におきまして、支障を来してい

る確認はされておりませんので、将来的に数が増えてきて厳しい状況になれ

ば、審査については警察のほうでも対応可能ですので、警察のほうでも連携し

ながら対応していきたいと思っております。 

 以上です。 

 

〇大田守委員 よろしくお願いします。 

 以上です。 

 

○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。 

 当山勝利委員。 

 

○当山勝利委員 乙第28号について伺います。 

 まず、改正される前のこれまでの条例に基づいて申請というのは何件あった

のか伺います。 

 

○親川直樹地域部長 御紹介いたします。 

 水上安全条例に基づいて申請を受けて審査をした件数につきましては、令和

４年中は60件でありましたが、年々増加しておりまして、令和７年中は138件

と約２倍に増加をしております。 

 以上であります。 

 

○当山勝利委員 倍以上に増えたということですが、では合格者と不合格者で

すね、それはどのようになったんでしょうか。 

 

○親川直樹地域部長 令和４年中におきましては、審査した60件のうち、合

格した事業者は60件で不合格となった事業者はございませんでした。 

 令和７年中は、審査した138件のうち、合格した事業者は128件。不合格と

なった事業者は10件と、不合格となった件数は増えている状況にあります。 

 以上であります。 

 

○当山勝利委員 分かりました。不合格者が出てきたということなんですけれ

ども、この申請手数料と交付手数料を別々に取られるというのは、この条例の
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改正だと思うんですが、確認させていただきますけれども、申請手数料はいつ

取って、そして交付手数料はいつ徴収されるのか伺います。 

 

○親川直樹地域部長 現行条例におきましては、指定手数料として合格後の標

章等交付時に交付しておりますけれども、今回の改正に伴いまして、まず申請

時に審査手数料を徴収いたします。その後、合格しましたときに、標章等交付

時に、また交付手数料として徴収することとしております。 

 以上であります。 

 

○当山勝利委員 今回、不具合があったのでこのように改正されるということ

で理解をしますけれども、制度設計するときにしっかりやっていただければと

思います。 

 以上で終わります。 

 

○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。 

 

   （「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

○西銘啓史郎委員長 質疑なしと認めます。 

 よって、乙第28号議案に対する質疑を終結いたします。 

次に、公安委員会関係の陳情令和６年第96号外４件を議題といたします。 

ただいまの陳情について、交通部長等の説明を求めます。 

なお、継続の陳情については、前定例会の処理方針等に変更があった部分に

ついてのみ説明をお願いいたします。 

 山内敏雄交通部長。 

 

○山内敏雄交通部長 公安委員会関係の陳情に係る処理概要について、御説明 

いたします。 

 陳情説明資料の２ページを御覧ください。 

 陳情につきましては、公安委員会所管の新規陳情はなく、継続案件は５件と

なっており、うち１件は土木建築部、１件は生活福祉部との共管となっており

ます。 

 それでは、前定例会の処理概要の内容に変更のある継続陳情について御説明

いたします。 

 資料の11ページを御覧ください。 
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 令和７年第176号石平自治会周辺の渋滞緩和と交通安全確保に向けた対策を

求める陳情の処理概要について、35行目以降を変更しております。 

 記事項１の「県道81号線宜野湾北中城線から石平自治会への出入口にある

停止禁止の道路標示につきましては、令和８年１月に引き直しを終えていま

す。」 

 以上で、公安委員会関係の陳情に係る処理概要の説明を終わります。 

御審査のほど、よろしくお願いいたします。 

 

○西銘啓史郎委員長 交通部長の説明は終わりました。 

 これより、陳情に対する質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  徳田将仁委員。 

 

○徳田将仁委員 よろしくお願いします。 

 陳情の第96号についてお聞きしたいと思います。対応の面ですね。事故原因

の究明というところを図っていくというところなんですけれど、究明というの

はもう終わったのか。どういう状況なのか、また、死亡事故後もですね、事故

というのは度々起こっているわけで、それに対して県警としてどう受け止めて

いるのか、お聞きしたいと思います。 

 

○山内敏雄交通部長 お答えいたします。 

 御質問の案件につきましては、安波の死亡事故の関係であるかと思いますけ

れども、現在、申し訳ございませんが、捜査中でございますので、具体的な状

況につきましては、答弁を差し控えさせていただきますが、県警としまして

は、関係者から聴取を行い、各種証拠を精査するなど、あらゆる観点から慎重

に捜査を進めているという状況でございます。 

 以上です。 

 

○徳田将仁委員 結構もう長らくたつので、捜査中というのをずっと伺って

て、それで詳しい内容は言えないという状態のままなんですね。その状態とい

うのは、いつ、めどというのはあるんですか。これ解決しないという悩みなん

ですか。なぜ今こんな状況なのか教えてください。 

 

○山内敏雄交通部長 確かに時間がかかっているのは十分承知しております。 

 他方で、こういった事故につきましてはそれぞれの事故概要をきちんと捜査
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した上で、しっかり行うことが重要でありますので、今まさにこれを捜査して

いるというところでございます。 

 以上です。 

申し訳ございません。めどにつきましても、やはり事故によっていろいろと

捜査の内容が変わってきますので、そういった面も含めて、今のところめどは

まだ立っていないというような状況でございます。 

 以上です。 

 

○徳田将仁委員 普通の事故と今回の事故の違いを教えてください。 

 

○山内敏雄交通部長 お答えいたします。 

 委員がおっしゃるように、普通の死亡事故がどういうものを意味しているの

かというのがちょっと分からないんですけれども、確かに死亡事故の状況がそ

れぞれ、何て言いますかね、事故概要等も全部異なりますので、何が違うのか

という部分については、ちょっと、なかなか答えるのは難しいのかなというふ

うに考えております。 

 以上です。 

 

○徳田将仁委員 僕が今言ったのは、普通の例えば人身事故で人が亡くなった

場合と今回の事故は何が違うんですかというところです。 

 

○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。 

 

   （休憩中に、執行部より質問趣旨の確認があった。） 

 

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。 

 山内敏雄交通部長。 

 

○山内敏雄交通部長 何が違うかというと、具体的になかなか申し上げる難し

い部分はあるんですけれども、当然関係者の数であるとか、それから事故概要

の実況見分の在り方であるとかですね、そういったものがもろもろ、何ていう

んですかね。通常の事故というか、事故によっていろいろとそういった千差万

別ございますので、そういった関係でちょっと捜査が長引いているというよう

な状況でございます。 

 以上です。 
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○徳田将仁委員 それからですね、私たち再三いろいろな対策をやってほしい

と、ガードレールも含めてですね、そういったことを要望しているわけですけ

れど、そのガードレールを設置を含めたこの対策というのはどういった状況な

のか教えてください。 

 

○山内敏雄交通部長 まさに事故原因を我々捜査しているような状況でござい

ますので、当然、ある一定の事故原因が判明した時点でですね、どういった対

策が必要なのかについても、検討していくという形になろうかと思います。 

 以上です。 

 

○徳田将仁委員 抗議団体に対してですけれど、安全対策とか、こういう事故

防止というところの指導とか、要請だったりとかというのは行っているのかお

聞きしたい。 

 

○齋藤千尋警備部長 お答えいたします。 

 警察におきましては、普天間飛行場の移設工事に関わります抗議行動につい

ては、その移設工事に反対する抗議参加者のこれまでの抗議行動の状況を踏ま

えて、警察の責務、公共の安全と秩序の維持、さらには個人の生命身体財産の

保護などといった警察の責務に照らしまして、これまで抗議参加者を含みます

関係者の安全確保をしたり、トラブル防止などのための必要な警備設備につい

て、関係法令に基づいてやってきたところでございます。 

 そのため、その時々に応じて、警察のほうで必要な対策というか措置を講じ

ているところでありますが、団体に対する指導状況とか、そういうことに関し

ましては、具体的なところは、こちら警察の対応となりますので、ちょっとお

答えを差し控えたいと思います。 

 

○徳田将仁委員 この団体に対しては、今どういう状況か説明できないという

話なんですけれど、県との協議というのはどういうふうになっていますか。県

に対して例えば、そういった事故起こさないでくれとか、例えば要請だった

り、そういう注意とか指導とかという、県との協議とかはどういうふうになっ

ているんですか。 

 

○山内敏雄交通部長 現在、先ほども何度も申し上げていますように、事故原

因については捜査中でありますので、道路管理者と協議を行ったことはござい



総務企画委員会記録 

- 16 - 
R8.03.19-06 

ませんけれども、捜査結果を踏まえた上でですね、当然道路管理者であった

り、関係自治体等とも連携しつつ、同様の交通事故の再発を防止する観点か

ら、必要な対策を検討してまいりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

 

○徳田将仁委員 例えば、警察としてはなかなか言えないことがあると思うん

ですけれど、そういった警察の体制もですね、様々な形で今回この抗議活動で

の死亡事故だったりとかに、こんな悠長なこと言っている場合じゃないんでは

ないかなと思うんですね。そういうところはしっかり検討、協議とか、強く言

うところは言ってほしいし、この抗議団体に対しても、少し強く要請をするな

り、そういったお願いするのは、やるべきだと思うんですけれども、そこら辺

の対応どう思っていますか。 

 

○山内敏雄交通部長 申し訳ございません。何度もちょっと同じ答弁になって

しまうんですけれども、今まさに事故原因については捜査中でありますので、

当然その原因が判明次第ですね、きちんと協議するべき事項等があれば、当

然、県としっかりと協議してまいりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

 

○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。 

 呉屋宏委員。 

 

○呉屋宏委員 僕はこの件に関して一般質問でもやったことはないんだけれ

ど、ずっと議論聞いていておかしいなというところはずっと残っているんです

ね。 

 今徳田委員が言ったのに続けてちょっと質問させてほしいんだけれども。こ

れ１年半前、もうそれ以上たっているのかもしれません。皆さんが、誰が悪い

かも判断できないということになると、これ10年たっても同じになるのかなと

か、あるいはこれ誰が悪いとか悪くないかという判断もなく、この間に同じよ

うなことが起こったら誰が責任を取るのかなというところもあるんだけれど、

これ皆さんが判断しなければ、どういう原因だったのかも分からなければ、最

初に飛び出した人がどういう罪になるのかも分からないというような状況だっ

たら、これどう僕ら考えればいいんですか。この長さ。どういうふうに判断す

ればいいんですか、我々は。そこをちょっとお聞きしたいんだけれども。 
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○山内敏雄交通部長 お答えいたします。 

 同じような答弁で大変恐縮なんですけれど、今まさにその事故原因につい

て、誰がどういった刑責を負うのかについて、我々はしっかり関係者、それか

ら実況見分、それから各種証拠資料等々について、捜査をしているというとこ

ろでございます。 

 当然捜査を続けていく上では、ある時期に来ればしっかりと捜査結果を出さ

ないといけないという部分もありますので、今まさにそれを捜査しているとい

うことで御理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

 

○呉屋宏委員 当然、事故が起こって１年半もたっていくと、そこにいた人た

ちの記憶も薄れていきますよね。当然皆さんは、事故が起こったときに、速や

かに捜査をすることが一番、原因がつかめることだと思うんですよ。だから要

は、この長さというのは、一般の人たちが考えてなぜ事故が１年半たっても解

決しないのというのは、沖縄県民の誰でもおかしいとは思うと思っているんで

すよ。だから、ここを警察としてどう見られているかということはあまり考え

ないんですか。もちろん捜査は厳格にやらなければいけないということは十分

分かっている。分かっているけれども、時間がたち過ぎるのもどうなのかな。

皆さん県民から信頼が揺るぐところが出てこないのかなというところは、私は

逆に警察のことを心配するんだけれども、どう思っていますか、そこのとこ

ろ。 

 

○山内敏雄交通部長 お答えいたします。確かに委員おっしゃるように、時間

がかかっていると言われるのは致し方ないのかなというふうに思っているんで

すけれども、ただ、他方でですね、一生懸命捜査員も、しっかりとそういった

関係者の事情聴取であるとか、いわゆる供述内容の精査であるとか、現場との

整合性であるとか、そういったものをしっかりと捜査しているところでござい

ますので、若干の時間がかかり過ぎているというのは否めない部分ありますけ

れども、その辺はいわゆる関係者や防犯カメラの精査、それから実況見分、そ

の他もろもろの捜査事項について、精査を行っているということで御理解いた

だきたいと思います。 

 以上です。 

 

○呉屋宏委員 私は、何ていうのかな、事故のことを云々と言うつもりはない

けれども、ただやはり我々から見た警察官というのは厳格でなければいけない
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とか、正義を皆さんは執行しているんだという目から見て、これだけかかると

いうことは、それが揺るがないかなという心配を僕はしているというだけの話

ですから。 

 これに答弁は要りません。 

 以上です。 

 

○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。 

 宮里洋史委員。 

 

○宮里洋史委員 陳情第19号を質疑いたします。 

 このいじめ自殺、児童虐待犯罪等を減らす取組に関する陳情なんですけれど

も、今年、昨年に入って、いろいろな動画がＳＮＳ等に拡散されて、過去の動

画でした、もう対応済みでしたとか、いろいろあると思うんですけれども、こ

ういった10代のいじめ、今までいじめのカテゴリーにあったのが、ＳＮＳの普

及によって動画として散見される時代になってまいりました。 

 今回、定数条例の中でも人員を増やしていくという中で、あくまで学校教育

のいじめだということを超えて、明らかに暴力だという声が今高まっておりま

す。 

 そういったサイバー犯罪とかを、ＳＮＳで見たりとかですね、そういった学

校、父母からの相談を警察として受けて、どのように動いていくのかというの

を確認させていただきたいなと思っております。少年がいじめのカテゴリーで

暴力をしていても、それはいじめなのかというところをお聞かせください。 

 

○垣花聡生活安全部長 お答えします。今委員御指摘の内容については、新聞

報道等でも上がっているところなので、県警としても承知しているんですけれ

ど、一般的な流れをちょっと御説明差し上げますと、例えば今回のように、い

じめの動画が上がった、明らかに暴行事件ということで学校から相談がある、

保護者から相談がある、場合によっては少年から相談があるというような届出

があった場合については、当然これは事件として扱うというようなことになり

ます。 

 今回の動画については、過去の動画だったということも報道されているとお

りですけれど、これが事件として扱ったものではあるんですけれど、それを動

画を拡散することによって、やはり誹謗中傷とか名誉毀損とかに当たりますの

で、そこを刑事事件として、上げた方が少年だった場合には、刑事事件として

やるのかどうかという判断も必要になってきますけれども、その辺も含めて対
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応していくということと、こういった動画を上げることが、場合によっては犯

罪になり得ますよということを、学校を通じて保護者に対してもお伝えすると

いうようなことで対応していると。いずれにしても、いじめというものが教育

現場で行われるものですから、一義的には子どもたちの立ち直り、保護を優先

に学校現場で対応していただくんですけれども、犯罪行為があれば、当然警察

としては事件として扱うというようなことで対応させていただいているという

ところでございます。 

 以上です。 

 

○宮里洋史委員 今のお話を聞くと、相談があったら動くということと認識で

よろしいですか。 

 

○垣花聡生活安全部長 お答えします。基本的にはそうですけれど、場合に

よっては警察でサイバーパトロールというのもやっておりまして、そういった

犯罪行為があれば、当然それに基づいて警察が能動的に主体的に動くというこ

とも考えられます。 

 以上でございます。 

 

○宮里洋史委員 学校内であればいじめ、学校外であれば傷害、もしくはお家

の中ではしつけ、外に出れば虐待、いろいろな捉え方があると思いますけれど

も、私が懸念しているのは、学校現場でそういった相談を警察にしても警察が

動いてくれないという声を聞いたりします。もっと言ったら、10代なので触

法少年とか、いやこれちょっと対応できませんみたいな話があるわけです。で

も、この人たちから被害を受けている方からすると、殴られたイコール暴力で

はあるんですよ。そこら辺の対応はいじめ、学校現場だからと今おっしゃって

いますけれども、これからの時代は外部介入もしていかないと収まりがきかな

いというか、誰にも相談できない、裁判しますかみたいな話になると思うんで

すよ。警察としてどう関わっていくのかを答弁お願いします。 

 

○垣花聡生活安全部長 お答えします。先ほど学校の現場だから、一義的には

教育現場のほうで対応させていただくという話をしましたけれど、ここが学校

であろうが家庭であろうが、学校外であろうが家庭外であろうが、犯罪行為で

あれば、例えば触法少年であっても、警察としてはやるべきことをやるという

ことが基本なんですけれど。 

委員御指摘があった相談に行っても警察が動いてくれないというのは、
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ちょっとここら辺、私、警察としては把握はしていないんですけれど、基本的

には学校内外であろうが、家庭内外であろうが、やはり犯罪行為というのは、

触法少年であろうが、犯罪少年であろうが、法律にのっとって対応していくと

いうのが基本スタンスではあります。 

 以上でございます。 

 

○宮里洋史委員 以上です。 

 

○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。 

 高橋真委員。 

 

○高橋真委員 陳情第176号、石平自治会周辺の陳情について、処理方針に進

展がありましたので、確認させていただきます。 

 これ、道路標識の引き直しを終えているということであります。 

 これは迅速に対応していただいたんだろうと思いまして、大変評価したいな

と思っている反面ですね。この地域は、米軍基地キャンプ瑞慶覧が近いという

こともあって、日本の交通規制に不慣れな米軍関係者が通行が多いという懸念

を示している内容になっています。 

 なので、日本の交通規制、様々なルール、いわゆる表示等の意味合いです

ね、今回ゼブラ線を引き直したということもあるんでしょうけれど、そういう

米軍関係者、外国人等に対する、交通安全指導は現況どうなっているのかお伺

いしたいと思います。 

 

○仲里鍛参事官交通企画課長事務取扱 お答えいたします。 

 米軍構成員等に対する交通安全教育につきましては、例えば飲酒運転の関係

とか、その他は交通安全、日本の交通ルールにのっとって安全運転をしてもら

うという形を、例えば、米軍基地内にこちら警察職員が直接赴きまして、隊員

に対して実践的な講話などを通じてですね、交通安全ルールの遵守を図ってい

ただくよう教育を行っているというところでございます。 

 以上でございます。 

 

○高橋真委員 そういったものは警察としてしっかりやっているという認識を

持ちたいと思います。 

 では、この２番目にありますけれど、この青信号の点滅時間が短いというこ

ともあって、処理方針の中では「今後現場の状況を確認し対応を検討していき
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ます」というふうに書かれておりますけれど、これは例えば、単なる検討では

なくて、いつまでに交通量調査を実施したりとか、また結論を出すのかという

ことを、明確なスケジュールを示すことが非常に重要だと思いますがいかがで

しょうか。 

 

○仲里鍛参事官交通企画課長事務取扱 説明いたします。 

 委員の質問のところですけれども、まず現場の確認でございますが、もう既

に警察職員を現地に派遣いたしまして、朝夕のピーク時間を含む、各時間帯に

おける交通の流れなどはもう確認済みでございます。 

 その上で、我々として御要望があった形で、本件陳情については、北中城村

道側から県道、時計で言うと３時９時に通っている県道81号線、それに丁字

路の形になっているような県道29号線が、６時方向からぶつかったような形

になっています。それに４時方向から村道が交差点の中に入るというような

ちょっと複雑な交差点になっておりまして、特に朝のピーク時間に村道側か

ら、集落のほうから出てくる車が出づらいというのが陳情の御要望でございま

す。 

 それで、信号調整ということなんですが、確認しましたら、確かに青信号の

時間で出ていく車がなかなか出きれずに、はけ残りというような形で渋滞が発

生している状況ですので、我々としましては、そこの信号機を、今青信号８秒

間となっているんですけれど、そこをちょっと２秒延長して、そこにはけ残り

がないようにできるんじゃないかということで考えて、これを近々に実施した

いと考えております。 

 以上でございます。 

 

○高橋真委員 ではその内容はしっかりと処理方針に書いていただくのが、よ

ろしかったのではないでしょうか。お伺いいたします。 

 

○仲里鍛参事官交通企画課長事務取扱 お答えいたします。今実際にちょっと

その秒数でいいかどうか、例えばその他の道路にも、信号機の秒数を変えるこ

とで別の渋滞が発生する可能性もありますものですから、周辺の状況がどうな

のかというのをシミュレーションしながら検討して、それでまずやってみよう

ということになれば、処理方針のほうにも上げていきたいと考えています。 

 以上でございます。 

 

○高橋真委員 早期に改善を望みます。以上です。 
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○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。 

 

   （「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

○西銘啓史郎委員長 質疑なしと認めます。 

 以上で公安委員会関係の陳情に対する質疑を終結いたします。 

 休憩いたします。 

 

   （休憩中に、部局入替え） 

 

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。 

 次に、企画部関係の陳情令和７年第71号外６件を議題といたします。 

 ただいまの陳情について、企画部長の説明を求めます。 

 なお、継続の陳情については、前定例会の処理方針等に変更があった部分に

ついてのみ説明をお願いいたします。 

 武田真企画部長。 

 

○武田真企画部長 それでは、企画部関係の陳情処理概要について、御説明い

たします。 

説明資料の２ページ陳情一覧表を御覧ください。 

企画部関係の陳情は、継続陳情が７件となっております。 

継続陳情のうち方針の変更があった箇所について、御説明させていただきま

す。 

13ページをお願いします。 

陳情令和７年第174号外国人による日本の土地購入を規制する法律の制定を

求める意見書提出に関する陳情について、御説明いたします。 

処理概要の欄の９行目を御覧ください。 

「令和８年１月に、国土の適切な利用及び管理に向けた取組が示されたとこ

ろです。」 

説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

○西銘啓史郎委員長 企画部長の説明は終わりました。 

 これより、陳情に対する質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 
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 呉屋宏委員。 

 

○呉屋宏委員 随分この２年間、部長と議論をしてきましたけれど、４月から

総務部長になるので、２か年間を振り返って感想を聞きたいなと思います。 

 

○武田真企画部長 企画部統括監時代から連続４年務めさせていただきまし

た。部長になって２年間、議員の皆様に大変お世話になりました。その間、や

はり企画部のほうでは一番大きな課題というか、やはり離島、それから過疎地

域、それから交通、様々な取組ありますけれど、この３つが非常に重い取組

だったと思っています。少し停滞ぎみなところも回してきた自負もございます

し、力及ばなかったところも多々あろうかと思っております。今後また隣の武

村統括監に引き継ぎますので、引き続き離島振興だったり交通政策であったり

沖縄振興策、そういったものにしっかり企画部として取り組むという考えでご

ざいます。 

ありがとうございます。 

 

○呉屋宏委員 例えば、陳情令和７年第71号の離島過疎対策なんですけれ

ど、随分部長とやってきました。おととい月曜日行って火曜日帰ってきたんで

すけれど、久米島のガソリン代が211円。これね、やはり僕は思うんだけれ

ど、企画部で今年度、これは成功したというところが、あまり見えないところ

があります。この中でとても気になって離島対策をずっとやってきたんだけれ

ど、皆さんの、特に部長、今度総務部に行くわけなんですけれど、大体ね、皆

さんの人事は平均２年なんだよ。これ企画をして離島対策でこれをやるんだと

言った中心のメンバーが、結果を見るまでにはもう人事で変わるんだよね。自

分がやってきたことの評価が、自分が見えないところに出ていってしまうとい

うところに随分人事に問題がないのかなという感じはしている。だから、人

間、一生懸命やって成果が得られて満足感がある、また頑張ろうという気にな

るけれど、今のこの２年間の人事体制で果たしてそうなるのだろうかと思うと

ね、僕はどんどんどんどん職員のやる気というものが、失われているのではな

いかという。だからこういうものが全てこういう離島過疎地域の対策にもね、

拍車がかからないのではないかなという感想さえ持っているんですけれど、ど

うですか。 

 

○武田真企画部長 今の御指摘は人事ローテーションのお話だと思います。課

長クラスは確か２年程度で回っているというふうに思っていますが、担当クラ
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スは基本は３年でローテーションしていると思っております。  

職員のやる気、その組織の風通し、様々な課題があると思いますが、ひとつ

人事の在り方についても総務のほうになりましたら、少し職員とも議論してま

いりたいと思います。 

 

○呉屋宏委員 最後にしますけれど、これはね、課長であれば２年間我慢して

いればこの件から抜けられるなという、裏を返せばそういうふうになるんだ

よ。僕は次の部である知事公室の中で消防防災ヘリの件をずっとやっていて、

我慢していたら変わっていく。そういうまた一から積み上げなければいけない

というところがとても気になっていて、多分この離島問題もそうなんだろう

な。53年間解決できなかったのはそこにあるのかなということさえ感じる。  

もう一つは現場にね、この211円のガソリン代をどう感じるのかという人

が、果たして県庁の中にどれだけいるのだろうな。僕はこれも感じています。

宮古はもっと高いんだそうですよね。211円どころではない、230円ぐらいま

でいっている。このガソリン代の問題を皆さんが10円持っているというけれ

ど、10円は何のために持つかというと、本島と離島との差を埋めてほしいわ

けで、私たちは10円出しているからリッターから 10円出しているから我々

やっているんですよということは考えないで、やはりいかに本島に近づけるか

という施策をね、私は打ち込んでほしいなと思ってこれは要望にしてお答えは

要りません。 

総務部長でまた会いましょう。以上。 

 

○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。 

 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

○西銘啓史郎委員長 質疑なしと認めます。 

以上で、企画部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。 

休憩いたします。 

 

   （休憩中に、説明員の入替え） 

 

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。 

次に、知事公室関係の陳情令和７年第38号外７件を議題といたします。 

ただいまの陳情について知事公室長の説明を求めます。 
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なお、継続の陳情については、前定例会の処理方針等に変更があった部分に

ついてのみ説明をお願いいたします。 

溜政仁知事公室長。 

 

○溜政仁知事公室長 それでは、知事公室所管の陳情につきまして御説明いた

します。 

ただいま通知しましたのは、２ページ目の陳情一覧表でございます。 

知事公室所管の陳情は、継続８件でございます。 

継続審議となっております陳情につきまして、修正した箇所を御説明いたし

ます。 

なお、修正した箇所につきましては、下線で示しております。 

通知しました10ページをご覧ください。 

陳情令和７年第91号与那国島における避難計画及び自然環境に関する陳情

でございます。 

11ページを御覧ください。 

１についての２段落目、「これまで、先島５市町村全てにおいて、国や県が 

同席の上、住民意見交換会を開催するとともに、宮古島市や与那国町では住民

向けアンケートも実施されたところです。」に修正しております。 

次に通知しました12ページを御覧ください。 

陳情令和７年第104号北マリアナ諸島自治連邦区との姉妹都市締結等に関す 

る陳情でございます。 

13ページを御覧ください。 

１～３についての１段落目、「北マリアナ諸島では、戦前から多くの県民が

移り住み、太平洋戦争では１万２千人余りの尊い命が失われた歴史的背景や、

島嶼地域であるという共通性から友好関係を構築することは重要であると考え

ており、まずは、同諸島との高校生等の交流事業を推進してまいりたいと考え

ております。」に修正しております。 

説明は以上になります。 

 

○西銘啓史郎委員長 知事公室長の説明は終わりました。これより質疑陳情に

対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

大田守委員。 

 

○大田守委員 陳情第104号北マリアナのほうで、質問したいと思っておりま

すけれど、この陳情の記の３のほうで、現地に平和と友好の象徴として平和の



総務企画委員会記録 

- 26 - 
R8.03.19-06 

礎に類するモニュメントを設置することという形になっております。亡くなら

れた方々１万2000人と言われております。これはもう半分に近い方が沖縄県

系人だと思っております。 

 そういった中では、平和の礎に類するという形であれば、その氏名等は県の

ほうでは把握されておりますか。亡くなられた方々の氏名等。 

 

○多和田尚志保護・援護課班長  ただいまの大田守委員の御質問にお答えいた

します。 

 県のほうでは、今おっしゃられたようなお名前のほうは把握はしておりませ

ん。 

 

○大田守委員 まだ沖縄のほうに帰ってきて、存命している方々もやはりい

らっしゃいます。分かるだけでも私はやはり調査したほうがよいと思いますけ

れど、県のほうはその調査に関してはどのように考えるのでしょうか。 

 

○多和田尚志保護・援護課班長  県のほうでどういったことができるか、検討

していきたいと考えております。 

 

○大田守委員 戦火でもって戸籍のほうも、南洋庁も全部なくなっております

ので、大変厳しいと思いますけれど、ただ、生き残っている皆様方には聞きな

がらですね、少しでもいいから、やはり生きていたというあかしを残していか

ないといけないと思うんですよ。そういった面でしっかりとよろしくお願いし

ます。 

 今回新しく高校生との交流事業を推進してまいりますという形で、御答弁の

中に書いておりますけれど、どういった形で交流されていくのか。その点は、

もう大まかでよろしいですので、もし話せるのであればよろしくお願いしま

す。 

 

○照屋真子平和・地域外交推進課長 今委員のほうからもお話がありました、

過去の歴史なども高校生に学んで、現地で同じような年代の方と交流しなが

ら、沖縄の歴史とサイパン、グアムの歴史などを相互に学び合いながら、平和

に向けて、自分たちがどういったことができるのかというところを考えてもら

うような事業にしたいというふうに考えておりますので、そういった現地の視

察先なども詳細はこれから公募によりますので、こういったところは県もしっ

かりと効果的な場所、視察先を検討していきたいというふうに考えておりま



総務企画委員会記録 

- 27 - 
R8.03.19-06 

す。 

以上です。 

 

○大田守委員 １番目のほうですね、姉妹提携のほうなんですけれども、南洋

諸島のほうは、マグロの相当な資源が豊富にあると聞いております。沖縄の漁

船も結構行かれております。多分国内では沖縄県籍が１番多いのではないかな

という。そういった中で、やはり姉妹提携都市を結んだほうがいいと思います

けれど、最終的にどのようなお考えでしょうか。 

 

○照屋真子平和・地域外交推進課長 姉妹提携を締結するに当たっては、先方

との交流様々実績を積み上げていきながら、意見交換などもして、そこに向け

て交流事業なども進めていければというふうに考えております。 

以上です。 

 

○大田守委員 以上です。ありがとうございます。 

 

○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

 以上で、知事公室関係の陳情に対する質疑を終結いたします。 

休憩いたします。 

    

（休憩中に、辺野古沖の船転覆事故に係る所管事務調査は午後に行うこ

とで意見の一致を見た。） 

 

午前11時30分休憩 

午後１時30分再開 

 

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。 

次に、本委員会の所管事務調査として、辺野古沖の船転覆事故についてを議

題といたします。 

ただいまの議題について、知事公室長の説明を求めます。 

 溜政仁知事公室長。 

 

○溜政仁知事公室長 ただいま議題となっております辺野古沖の船転覆事故に

ついて経緯等を説明いたします。 
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 令和８年３月16日10時10分頃、名護市辺野古埼付近の海上において２隻の

船舶が転覆し、乗っていた21名の方々が海に投げ出される事故が発生しまし

た。第十一管区海上保安本部及び名護市消防本部によりますと、平和丸に乗船

していた12名及び不屈に乗船していた９名、計 21名の全員が救助、搬送さ

れ、14名の負傷、不屈船長と高校生の２名について死亡が確認されておりま

す。大変痛ましい事故となってしまいました。お亡くなられた方々の御冥福を

お祈り申し上げます。また、おけがをされた方々に心よりお見舞い申し上げま

すとともに、一日も早い回復を祈念しております。 

 沖縄県では、同日午前10時37分頃、名護市消防本部から連絡を受け、直ち

に災害情報連絡室を設置するとともに、職員を現地に派遣するなど、情報収集

を行い、同日13時には、部局長で構成する危機管理連絡会議にて、知事、副

知事も参加し、全庁的に情報共有を図ったところです。また昨日18日には、

知事が来庁した同志社国際高等学校の西田校長とお会いし、お悔やみを申し上

げるとともに、できる限りの支援をさせていただきたい旨をお伝えしたところ

です。西田校長からは、沖縄側から幾つかの支援の申出があったことなどにつ

いて、感謝の言葉をいただきました。 

 県としては、第十一管区海上保安本部など関係機関と緊密に連携し、引き続

き情報収集に努めるとともに、今後判明する事実関係等を踏まえ、必要に応じ

て対応を検討してまいります。説明は以上になります。 

 

○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。 

 

   （休憩中に、委員長より資料はないのか確認があった。） 

 

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。 

知事公室長の説明は終わりました。これより辺野古沖の船転覆事故について

に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

徳田将仁委員。 

 

○徳田将仁委員 はい。幾つか質問をしたいと思います。まず今説明のあっ

た、本事案に対しての危機管理連絡会議というのを立ち上げたと思うんですけ

れど、その組織の目的とメンバーというのを教えてください。 

 

○古堅宗一朗危機管理課長 お答えいたします。 

事故が起こりました後、同日13時ちょうどから危機管理連絡会議を開催し
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ました。この会議というのは設置要綱で定められておりますけれど、メンバー

は、危機管理監、つまり知事公室長が議長となりまして、各部長等が出席をい

たします。 

 設置の目的としましては、何かその危機事象が発生した場合に、また発生す

るおそれがある場合に、全庁的に迅速かつ的確に対応するために設置するとい

うことになっております。このときは事象が事象ですので、知事、そして大城

副知事も本来のメンバーではありませんけれど出席をして、情報の共有を行っ

たということでございます。 

 

○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。 

 

   （休憩中に、徳田委員より具体的なメンバーについて確認があった。） 

 

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。 

 古堅宗一朗危機管理課長。 

 

○古堅宗一朗危機管理課長 全部長名を読み上げませんけれども、知事公室、

総務部、企画部以下、いわゆる全部長が出席して行われております。 

 

○徳田将仁委員 はい。今おっしゃった、例えば13時にそういった会議をし

たとか、いろいろ時系列があると思うんですね。起きてからの時系列が分かる

資料も欲しいんですけれど、それは後日提出できますか。どういった行動を起

こしたのかというところ、よろしいですか。 

 

○古堅宗一朗危機管理課長 はい。時系列については、いわゆる初動といいま

すか事故が発生してこちらが覚知してから、当面の動きという形で資料として

おまとめしまして、全議員に提供したいと思います。 

 

○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。 

 

   （休憩中に、委員長より県の動きは委員会でも把握すべきなので提出す

るよう話があった。） 

 

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。 

 徳田将仁委員。 
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○徳田将仁委員 そこで、今話があったんですけれど、同志社国際高校の校長

と連絡を取ったということなんですけれど、これはお会いしたのか、それとも

連絡を取り合って電話で済ませたのか、それが何時頃なのか、どういった話を

したのかといったところの説明を資料で提出いただけるでしょうか。 

  

○溜政仁知事公室長 今、具体的な全ての詳細と言いますか、何時にお会いし

てどのような話があったということをまとめて、先ほど課長からあったメモの

中でお伝えしたいというふうに考えております。 

 

○徳田将仁委員 ありがとうございます。 

それでは少しお聞きしたいと思います。 

県はこれまで辺野古における抗議活動や海上での活動について、どの程度把

握していたのか。そして関係団体との接点、連携の有無も含めて具体的にお聞

きしたいと思います。 

 

○出井航辺野古新基地建設問題対策課長 抗議の細かいその形態とか、そう

いったものについて承知しておりませんけれども、実際、海上それから陸上の

ほうで抗議が行われているということは承知しております。また県のほうで何

か具体的な関わりがあったかということについては、関わりは一切ございませ

ん。 

 

○徳田将仁委員 はい。このヘリ基地反対協議会なんですけれど、それに対し

て県としての支援とか協力関係というのは全くなかったのかというところと、

直接ではなくても間接的にも含めて、補助金とか委託業務も含めて公的資金の

投入というのはあったのかというところをお聞かせください。 

 

○出井航辺野古新基地建設問題対策課長 抗議活動については先ほど申し上げ

たとおりでございます。その支援ということについても関わりがない以上、一

切補助金等も含めて実施しておりません。 

辺野古新基地建設問題対策課のほうではそういった団体に対する支援、それ

から補助金等の金銭的な支援含めて一切そういったものはございません。 

 

○徳田将仁委員 いや、今その課に対してはないというのはあったんですけれ

ど、僕が聞いているのは、間接的にもほかの課も含めてですよ、公金の流れと
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してそこに行くような関連はあったんですか。 

 

○溜政仁知事公室長 間接的にというのが、どのようなことになるのか分から

ないんですけれども、基本的に県のほうから金銭的あるいは補助等については

ないということでございます。 

 

○徳田将仁委員 県が今、調査を行っているのか分からないんですけれど、現

時点で全く関係はないというのは言い切れるんですか。 

 

○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。 

 

   （休憩中に、執行部より質問趣旨の確認があった。） 

 

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。 

 溜政仁知事公室長。 

 

○溜政仁知事公室長 はい、先ほど来回答しているとおり、県からの支援はな

いというふうに承知しているということでございます。 

 

○徳田将仁委員 一切関わりもないし、一切間接的な資金も入っていないとい

うところで認識してよろしいんですよね。 

 

○溜政仁知事公室長 先ほども答弁したんですけれど、間接的というのがどこ

まで及ぶかというのが、なかなか考えにくいところなので、直接的に申し上げ

にくいんですけれども、基本的には金銭的な補助は県からの補助、支援はない

ということでございます。 

 

○徳田将仁委員 それではお聞きしたいんですけれど、この違法テントの設置

だったり、過度な抗議活動というところでお聞きしたいんですけれど。それに

対して県というのはどのように認識して、どのような対応を取ってきたのか、

そういったところをお聞きしたいんですけれど、どうですか。 

 

   （今回の事故と関連しないのではないかとの声あり。） 

 

○西銘啓史郎委員長 委員長として認めます。どうぞ、続けてください。 
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○出井航辺野古新基地建設問題対策課長 県としましては、抗議活動を行う際

には法令を遵守し、安全・安心に行われることを大前提として、憲法で定める

表現の自由が保障されることが重要というふうに考えております。 

 

○徳田将仁委員 対応が不十分だったんじゃないかというところでこういった

事故が起きていると思うんですよ。それで今質問しているんですけれど、次は

海上の部分で聞くんですけれど、海上を伴う抗議活動に対する安全確保という

ところでは、県はこれまでどのような指導とか注意喚起は行ってきたのか、お

聞かせください。 

 

○出井航辺野古新基地建設問題対策課長 我々のほうで特に指導するというよ

うなそういう立場ではございませんが、先ほど申し上げたとおり抗議活動を行

う際には法令を遵守し、これは陸上だろうが海上であろうが一緒だと思います

けれども、安全・安心に行われることを大前提に、憲法で定めるその表現の自

由が保障されるということが重要だというふうに考えております。 

 

○徳田将仁委員 重要だと考えていますではなくて、それを注意喚起をしたこ

とがあるのかと聞いているんですよ。 

 

○出井航辺野古新基地建設問題対策課長 今申し上げたような内容について県

議会等で度々発言しているところでございます。 

 

○徳田将仁委員 意味が分かりません。分かりやすく説明してください。 

 

○出井航辺野古新基地建設問題対策課長 今申し上げたような内容については

県議会とかそういった場面、場面で県の考え方としてお示ししているというと

ころでございます。 

 

○徳田将仁委員 だから、そういうこの抗議活動に対する安全確保について、

その団体たちに注意喚起とかというのはしたことがあるのかというところをお

願いします。 

 

○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。 
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   （休憩中に、渡久地委員より今回の事故を抗議活動と結びつけて質疑す

ることに対し疑義があり、委員長としては確認のため問題ないと考

えているとの説明があった。） 

 

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。 

 出井航辺野古新基地建設問題対策課長。 

 

○出井航辺野古新基地建設問題対策課長 抗議活動につきましては、我々のほ

うが個別に指導する権限とかそういう持っているものでもございませんし、そ

ういう立場でもございません。ただし先ほど申し上げたような抗議活動を行う

に当たっては、先ほど申し上げたようなスタンスでやられることが重要だとい

うことは申し上げているところです。 

 

○徳田将仁委員 はい。それでは、もう一点お聞きしたいんですけれど、三役

も含めてですけれど、県の職員が、いわゆる今回転覆した不屈、この平和丸も

含めてですけれど、その他の抗議船に公務として乗船したことはあるのかお聞

きしたいと思います。 

 

○溜政仁知事公室長 知事につきましては、就任以来このような船に乗って、

今回の不屈と平和丸に乗船した記録はございません。 

 

○徳田将仁委員 公室長も含めてですよ。 

 

○溜政仁知事公室長 私はないところなんですけれども。１人１人の職員自体

が乗ったことがあるかどうかというのは今確認は取れてないところでございま

す。 

 

○徳田将仁委員 しっかりその確認も取って調べておいてください。よろしく

お願いします。 

以上です。 

 

○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。 

宮里洋史委員。 

 

○宮里洋史委員 はい。よろしくお願いします。本日報告があった、同志社国
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際高校の校長先生と、知事がお会いして、先ほどの発言で、できるだけの支援

をする旨の発言があったということなんですけれども、校長はどういった内容

で、沖縄県に来ていて、知事はどういった支援をするというお話をされたので

しょうか。 

 

○溜政仁知事公室長 昨日ですね、先方のほうから電話が午前中にありまし

て、沖縄県に来庁したいというお話があったものですから、当初私が対応する

ということで三役等に報告したら、知事も面談に参加したいというお話があり

ました。それで面談するに至ったんですけれども、その中では情報提供で沖縄

で情報が分かるものについては、できるだけ提供してもらいたいというお話が

あったというところでございます。 

 

○宮里洋史委員 それで知事ができる限りの支援をするといった内容はどう

いった意味だったんでしょうか。 

 

○溜政仁知事公室長 県ができる限りのことは行いたいので、何かあれば申入

れてくださいというお話でございました。 

 

○宮里洋史委員 その内容を聞いているわけです。できることはやるというの

は、例えばどういったことを想定していた話なのかというのは、お聞かせくだ

さい。 

 

○溜政仁知事公室長 想定というか具体的に何ができるという話はその場では

なかったのでなかなか申し上げられにくいんですけれども、要は高校側が望ん

でいることというのをできるだけかなえてあげたいという思いで発言されたと

いうふうに理解しております。 

 

○宮里洋史委員 公室長もそれ同席されたんですよね。 

 

○溜政仁知事公室長 はい、同席していました。 

 

○宮里洋史委員 であれば聞いていると思うんですけれども、校長は情報提供

をお願いしますのために来沖されたということでよろしいんですか、認識は。 

 

○溜政仁知事公室長 来沖については個別の話なので、我々として具体的に承
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知しているわけではないんですけれども、沖縄県庁に来たというのは、これま

での対応にお礼を申し上げるというお話が先方からあったところでございま

す。 

 

○宮里洋史委員 これまでの対応にというのは、何のことでしょう。 

 

○溜政仁知事公室長 はい、先ほど読み上げでも申し上げた、例えば知事がコ

メントを出したというお話とか、メンタルケアについて県のほうから話があっ

たというようなことについて、お礼を申し上げたいということだったというこ

とでございます。 

 

○宮里洋史委員 この高校は長い間沖縄県に来ていて、そういった意味もある

のかなと思うんですけれども、何か言えないことがあるような感じがするんで

すけれども、そこは特にないですね。 

 

○溜政仁知事公室長 特にはございません。 

 

○宮里洋史委員 それでは質問に行きますけれども、県は修学旅行誘致にこれ

までどのように関与しており、今回のような海上視察を含むプログラムについ

てどこまで把握していたのか、お伺いいたします。 

 

○前原芳観光振興課班長 お答えいたします。 

沖縄県としましては、修学旅行を誘致するに当たり、積極的なプロモーショ

ンなどを実施してきているところです。今回平和学習ということで、船に乗ら

れたというふうに聞いているんですけれども、教育旅行におきましては、現地

でお話を聞いたり体験することは、非常に重要な意味があるとされておりま

す。また、今回もこの学校のほうとしては、この教育効果に鑑みて実施されて

きたものとして思慮しております。 

教育旅行の場合、旅行会社を通じて、いろいろな行程の手配が行われると聞

いておりますけれども、今回の場合、この船の乗船については、旅行会社の手

配ではなく、学校とこの船長の間で行われたというふうに聞いております。 

今回の事故を受けて、このように学校が直接手配を行うケースがあるという

ことや、実施される内容などについて、県として把握できてなかったことは課

題だと受け止めております。今回の事故を受けて、このように、課題があるこ

とも明確になりましたので、今後は、県内の旅行会社などが構成員となってお
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ります沖縄修学旅行推進協議会におきまして、情報を共有して、今後の課題や

取り入れるべき対策などにつきまして、協議して議論していきたいと考えてお

ります。 

以上となります。 

 

○宮里洋史委員 今、沖縄県は把握していなかったというお話がありましたけ

れども、沖縄県の外郭団体、沖縄観光コンベンションビューローもサイトを通

じて、様々な誘致をしております。その中で修学旅行もメインのテーマだと思

います。ビューローも把握していたかどうか、答弁お願いします。 

 

○前原芳観光振興課班長 コンベンションビューローさんも県と同じく連携し

て、修学旅行の誘致受入れに努めているところですけれども、ビューローさん

も今回の事案については、直接手配していったりとか、こういった体験コース

があるということは把握しておりませんでした。 

 

○宮里洋史委員 県の修学旅行ナビ、もちろん御存じだと思うんですけれど

も、そういったサイトの中で、辺野古での活動が平和学習として紹介されてい

たことは認識されておりますか。 

 

○前原芳観光振興課班長 今おっしゃっていただいた沖縄修学旅行ナビにつき

ましては、修学旅行ナビに掲載されているプログラム、全部で300件ぐらいあ

るんですけれども、その中でも、平和学習に関する体験メニューは64件ござ

います。そのうち、辺野古の視察などに関するプログラムは３件登録されてい

ることは把握しております。 

 

○宮里洋史委員 修学旅行誘致担当部署及び関係部局は、当該船舶を用いた活

動の実態を把握しておりましたか。 

 

○前原芳観光振興課班長 先ほどの回答と重複するんですけれども、今回のよ

うな体験メニューがあるということは、こちらのほうでは把握しておりません

でした。 

 

○宮里洋史委員 今回、同志社国際高校が平和学習として海上視察を行うに

至った経緯は、今現在県は把握していますか。 
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○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。 

 

   （休憩中に、執行部より質問趣旨の確認があった。） 

 

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。 

 前原芳観光振興課班長。 

 

○前原芳観光振興課班長 お答えいたします。 

基本的に修学旅行の行程作成についてはですね、学校と学校から請け負って

いる旅行会社さんのほうで行程を組むことが多いとされていまして、沖縄県に

おいて、この行程をですね、届出制とかでは特にないので、事前にこういう行

程でいきますというお知らせも特にいただいていないものですから、今回この

船に乗る以外のグループ別研修についても事前に把握はできておりませんでし

た。 

 

○宮里洋史委員 平和学習、県内各地でやっていると思いますけれども、県は

どこまで関与してまた把握されていますか。 

 

○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。 

 

   （休憩中に、執行部より質問趣旨の確認があった。） 

 

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。 

 前原芳観光振興課班長。 

 

○前原芳観光振興課班長 沖縄県における修学旅行受入先として、平和学習の

メニューを持っている事業者について把握しているかという御質問かと思うん

ですけれども、先ほど申し上げましたとおり、まず、沖縄修学旅行ナビに掲載

されている、平和学習を持っていらっしゃる事業者さんのことはもちろん、こ

のサイトに載せる際には、事前に県及びビューローに申請した上でないとサイ

トに掲載することができないので、そちらについては把握しています。 

また、沖縄県の修学旅行推進協議会の下に、いろいろ分科会がありまして、

その中に平和学習分科会という分科会があります。これはこの平和施設だった

り、平和ガイドさんたちが構成員となっていて、それぞれの課題の共有とかさ

れる場になっているので、そういう方たちの活動されている内容についても把
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握しております。 

 

○宮里洋史委員 平和学習関連の経費、こういったものは修学旅行費に含まれ

ているのかとか、県は把握されているんですか。 

 

○前原芳観光振興課班長 修学旅行の経費にどこまで、その体験メニューが含

まれているというのは、先ほどもちょっと申し上げたんですけれども、その行

程だったり、この１人当たりの生徒にかける予算というのを、県は個別に把握

しているわけではないので、そこまで細かくは把握していないところです。 

 

○宮里洋史委員 体験メニューとか、時期をずらしたら補助金があるとか、一

括交付金で事業をされているものもあるんですけれども、その受け取り先は、

県は全部把握しているのか。 

 

○前原芳観光振興課班長 今お話いただきました、修学旅行の需要分散化だっ

たり、時期平準化のための登録メニューにつきましては、通常ですと事前に行

程表とかは頂かないんですけれども、この分散化のメニューを御活用される場

合には、学校さんから事前にこの工程表をお示しいただいて、このメニューを

追加で登録しますといったものが、事前に申請されているのでそちらについて

は把握しています。 

 

○宮里洋史委員 県または関係団体が学校に対して、これまで市民活動団体等

へのあっせん、紹介を行った事実はありますか。 

 

○前原芳観光振興課班長 文化観光スポーツ部の修学旅行を誘致している立場

からはそういったことはしておりません。 

 

○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。 

 

   （休憩中に、宮里委員よりほかの部も含めて答弁するよう話があっ

た。） 

 

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。 

 溜政仁知事公室長。 
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○溜政仁知事公室長 文化観光スポーツ部でもないということで、我々として

もそのようなあっせん等は行っていないということでございます。 

 

○宮里洋史委員 あくまで修学旅行は文化観光スポーツ部ということでよろし

いですか。 

 

○前原芳観光振興課班長 沖縄県の観光のいろいろな、修学旅行以外に、ク

ルーズでしたり、カップルアニバーサリーなどいろいろなコンテンツで誘客し

ている中の一つが修学旅行というふうに認識しております。 

 

○宮里洋史委員 県が修学旅行誘致に取り組んでいるのは、我々として応援し

ています。それに外郭のビューローさんもサイトもつくって頑張っているのを

私たちも知っております。今の質問は、修学旅行関連に関して紹介とかは文化

観光スポーツ部だけでやっているのですか、他部局はないですかということを

聞いています。紹介も含めてですよ。 

  

○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。 

 

   （休憩中に、執行部より質問趣旨の確認があった。） 

 

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。 

 前原芳観光振興課班長。 

 

○前原芳観光振興課班長 修学旅行を担当しているこの観光部署以外にも、例

えば観光のほうで、修学旅行としてこういった施設をとか、こういったメ

ニューを紹介できないかという質問や紹介の依頼などがあったときには、庁内

でまた適切な部署があったら紹介していることにはなります。 

 

○宮里洋史委員 同志社国際高校以外にも、これまで修学旅行の名目で、児童

生徒が抗議船への乗船を行っていた事実はございますか。 

 

○前原芳観光振興課班長 今回初めてこのような事案を把握したところなの

で、これまでにこういったことがあったかというのも、同じように把握はして

おりません。 

 



総務企画委員会記録 

- 40 - 
R8.03.19-06 

○宮里洋史委員 予算特別委員会での知事の発言に対しての確認なんですけれ

ども、知事はこれまで、こういった人たちが船に乗っているのは知っている旨

の答弁をしていました。詳細については答えておりませんけれども、今文化観

光スポーツ部は今回初めて把握したとおっしゃっていましたが、もしかすると

辺野古新基地建設課であったり基地対策課、知事公室は、そういった実態はそ

ちらのほうがもしかしたら詳しいかなと今思ったんですけれども、知っていま

したか。 

 

○溜政仁知事公室長 知事公室としましても、特に修学旅行でそのような船に

乗っているということについては把握していなかったというところでございま

す。 

 

○宮里洋史委員 修学旅行ではなくて、私は今児童生徒、10代の方がこの船

に乗っていたことを知事公室として知っていますかという質問です。 

 

○溜政仁知事公室長 はい、広く、児童生徒がそのような船に乗っていたとい

うことは、我々としては把握はしていないというところでございます。 

 

○宮里洋史委員 県が実施、関与する平和学習についてなんですけれども、関

係団体に対してどのような連携を取っておりますか。 

 

○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。 

 

   （休憩中に、執行部より質問趣旨の確認があった。） 

 

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。 

 照屋真子平和・地域外交推進課長。 

 

○照屋真子平和・地域外交推進課長 知事公室で行っております平和学習につ

きましては、今関係団体とおっしゃっているのは今回のヘリ基地反対協議会を

含めたところかと思うんですが、今県が連携してやっている事業というのはな

いというふうに認識しております。県が実際事業実施するに当たっては、委託

事業として平和を啓発する事業ですとか、そういったことをしておりますので

その関係団体と一緒になって県が実施するというスキームはちょっと想定され

ないというふうに考えています。 
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○宮里洋史委員 修学旅行なんですけれども、平和学習の実施団体の選定基準

とかありますか。 

 

○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。 

 

   （休憩中に、執行部より質問趣旨の確認があった。） 

 

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。 

 前原芳観光振興課班長。 

 

○前原芳観光振興課班長 沖縄修学旅行ナビに掲載されている体験プログラム

ですけれども、こちらまず事業者からの申請を基に掲載を行っているところで

す。その掲載に当たっては、過去に修学旅行生の受入れ実績があり、体験プロ

グラム内容に関して疑義がないことを県やビューローさんと一緒に確認してい

るところです。また、安全性に関しましては、地域の観光協会の賛助会員に加

盟している、または市町村及び観光協会と緊密に連携している事業者であるこ

とを前提としております。また修学旅行ナビに新規で登録される事業者とか体

験プログラムにつきましては、県やビューローの職員が現地でそれを体験する

など、内容確認を行う場合もございます。また政治色が強い体験プログラムを

掲載しているという認識はございません。 

 

○宮里洋史委員 海上から工事現場を見る行為が平和学習としてどのような教

育的効果を持つと考えておりますか。 

 

○前原芳観光振興課班長 この海上でこの船に乗ってのこの平和学習について

というところなんですけれども、ちょっと先ほどの答弁と重複しますけれど

も、教育旅行においては基本的にこの現地において、話したり聞いたりすると

いう体験も重要なことだと考えておりますけれども、今回につきましては、旅

行会社の手配ではないということと、安全性が確認を取れていたか分からない

ようなこの船に乗船してというところは、一般的ではないというふうに認識し

ています。 

 

○宮里洋史委員 もしこれを県が把握していた場合、修学旅行として推奨はし

ていないということで確認してよろしいですか。 
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○前原芳観光振興課班長 はい。これを事前に認識していた場合は、県として

は推奨することはいたしておりません。 

 

○宮里洋史委員 始めの答弁でありました。今回のことを経て、修学旅行に対

して、どういったところに行っているのかをさらに把握して、安全基準をしっ

かり設けていくということは、県としても部局としてもそういう認識でよろし

いですか。 

 

○前原芳観光振興課班長 先ほどもお話ししましたとおり、沖縄修学旅行推進

協議会という、県内の修学旅行受入れ関係事業者で構成する会議体を持ちまし

て、この課題について話し合って、またこの調査結果を待ってからにもなるん

ですけれども、また再発防止に向けて受入れ業者に、何ができるかというとこ

ろも検討してまいりたいと考えております。 

 

○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。 

 玉城健一郎委員。 

 

○玉城健一郎委員 少しずれていたので少しだけ、今回修学旅行の安全性の確

保というのが大きな課題だと思うんですね。これまで特に沖縄というのはマリ

ンレジャーというのが非常に注目されている状況の中で、こういった海の事故

というのは非常に起こり得るというか、こういったリスクというのをやはり把

握しながら、県としても周知しないといけないのだと思います。その中でです

ね、これまで過去に修学旅行によって事件・事故に巻き込まれたケースという

のは沖縄県で把握していますか。 

 

○前原芳観光振興課班長 過去のこの沖縄修学旅行における事件の内容だった

り件数といったところは、把握しておりませんでした。 

 

○玉城健一郎委員 やはり今のこういった受け入れるという体制からしてみた

ら、こういった修学旅行にあって、どういったケースで例えば事故に巻き込ま

れたり、事件に巻き込まれたりというのを把握していく必要があると思うんで

すよ。そういった点についていかがでしょうか。 

 

○前原芳観光振興課班長 今回の件を受けまして、また、昨年10月なんです
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けれども、ちょっと事故とは少し違うんですけれども、集団で沖縄修学旅行の

食中毒の事案が発生したことがありました。このときも速やかに、県やビュー

ローや、関係団体などで情報収集した上で、学校に訪問に行くなど対応に当

たったところでありますので、今後もこのような再発防止の意味も含めて、や

はりこの事案の内容の確認ですとか、この事例の内容の今後の収集やこの引継

ぎなどについて検討してまいりたいと思います。 

 

○玉城健一郎委員 ぜひよろしくお願いします。やはりこういったこの修学旅

行というところで、学生さんたちも非常にこの気持ちが高ぶっているというか

テンションが高い状況の中で、今回の事案に限らず様々なことに巻き込まれる

ということはやはりあり得る話ですので、ぜひともそういった対策、こういっ

たケースがあった場合、これに対しては学校側にも伝えていく必要があると思

いますので、そこはぜひ検討していただきたいと思います。 

この沖縄観光も全体、修学旅行も含めてなんですけれど、沖縄観光によって

今最近のレジャーの、特に海のレジャーに対して条例ができたりというところ

で、おのおの大人だったらそういったリスクを大人として引き受けた上でやっ

ていると思うんですけれども、どうしても子どもは未成年ということになって

くると、自分自身で判断がまだまだおぼつかないという状況の中で、修学旅行

というのはやはりそういった判断というのを、学校とその事業者だったりが

しっかりやっていく必要がある。それに対して県としてはそれをしっかり指導

していく、そういった立場としてあると思いますけれども、その点について沖

縄の、特に海の危険についてのリスクについてはどのようにこの修学旅行にお

いて周知されているのか、知っている範囲でお願いいたします。 

 

○前原芳観光振興課班長 お答えいたします。沖縄修学旅行ナビというサイト

が先ほどから話に出ているんですけれども、そのサイトの、トップページの下

までスクロールしていくと、これも県がビューローに運営委託しています沖縄

物語というサイトのリンクが張られています。この沖縄物語に飛んでいただき

ますと、この海の安全に関する注意喚起のお知らせなどが掲載されているの

で、そこをもって周知していると認識しています。 

 

○玉城健一郎委員 分かりました。このように、いろいろなところで一応やっ

てはいますし、ＣＭだったりとかそういったところもやってはいると思うんで

すけれども、いま一度先ほどありました、事件・事故に対しても、こういった

事案があったとかそういったものもしっかり例示しながら、ぜひそこを修学旅
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行だったりとか旅行者に対して周知して、こういったことがないように、再発

防止策を取っていただきたいと思いますけれど、いかがでしょうか。 

 

○前原芳観光振興課班長 修学旅行もそうなんですけれど、もちろん一般の観

光客に対してもやはり安全・安心の受入れ体制というのはやはり最重要という

か、一番の要だと思いますので、そのように今後進めてまいりたいと思いま

す。 

 

○玉城健一郎委員 はい、ありがとうございます。今回の先ほど修学旅行推進

協議会において、今回の事件が今捜査中で段階がある中で、これが詳細が分

かった後にこの対応を行っていくのかだったりとか、そういった方向性を決め

ていくとは思うんですけれども、ぜひ今回の事故に関して、やはり平和学習中

に起きたというのは非常に重く受け止めたいですし、１人の若いお子さんと、

そしてまた船長さんが亡くなったということは非常に大きな衝撃も、私自身も

まだまだ受け止めきれてないというか、非常にきつい気持ちでやりながらやっ

ているんですけれども、ぜひともこういった協議会において、こういった事故

というのを未然に防いでいく、なくしていくという取組をぜひやっていただき

たいんですけれども、いかがでしょうか。 

 

○前原芳観光振興課班長 沖縄修学旅行推進協議会は、例年ですと年に１回、

２月に開催されるものなんですけれども、やはり今回の事案を受け臨時で開催

を検討しておりまして、今月中に臨時で開催して、現時点で分かっている情報

を県内の関係事業者さんに周知して、またどういったふうな対策が取れるのか

というのを含めて検討してまいりたいと思います。また、この調査結果などが

また明確になってきた頃にも、再度またそういった協議会などを通じてです

ね、また再発防止や今後の対応としてどういうことができるのかというのを引

き続き検討してまいりたいと思います。 

 

○玉城健一郎委員 本当に修学旅行というのは、沖縄を知ってもらうという中

で将来この子たちが沖縄で仕事をしたりとか、もしかしたら移住をしたりと

か、また沖縄の持っている課題についてやはり考えてもらう大きな学習の場だ

と思います。ぜひとも修学旅行というのを大切にしながら、この将来に向けて

できていけるように、安心・安全の修学旅行をつくっていくために全力で取り

組んでいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 以上です。 
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○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑ありませんか。 

 大田守委員。 

 

○大田守委員 教育旅行のほうは修学旅行ですね。これ沖縄県もコンベンショ

ンビューローも一緒になって進めておりますよね。今回みたいな事故が起きた

場合には、やはり大変な大きな損失になるんですよね。これで沖縄に対する修

学旅行が減ったり、そういったものになってくると、私はこれ大変な問題にな

ると思っておりますし、そういった中では、先ほど沖縄修学旅行ナビのほうに

も、辺野古の講話とか、それは平和学習の中に入っていますよね。だからその

中で、どのような形で紹介されておるのか。これ県のほうは御存じですか。 

 

○前原芳観光振興課班長 先ほども申し上げましたけれども、この沖縄修学旅

行ナビには、全部のプログラムのうち、平和学習が64件でうち辺野古に関す

るプログラムが３件登録されているところです。そのうち１つの事例をとり挙

げますと、こちらについては、辺野古大浦湾の環境基地建設についての講話と

いうところで、このプログラムの内容なんですけれども、この辺野古大浦湾を

埋立てて、アメリカ海兵隊の飛行場をつくろうとしている工事を大浦湾側の瀬

嵩の浜から見学し、基地建設が及ぼす住民の生活の環境と、自然環境への影

響、またこれまでの建設をめぐる経緯をお話ししますというような内容になっ

ていますというところは承知しています。 

 

○大田守委員 修学旅行、体験学習が１番大切なんですよね。そういった中

で、しかし、子どもたちに安心・安全のこの場所はしっかり確保しないといけ

ない。修学旅行ナビを見ても、講話がほとんどなんですよね。体験というかそ

れはもう浜側に立っての体験とか、それくらいになっておりますけれども、今

回、海上からの体験というのは、県のほうでもう本当に全く、確認していな

かったということでよろしいんでしょうか。 

 

○前原芳観光振興課班長 はい。事前に確認できておりませんでした。 

 

○大田守委員 この体験等も普通であれば民間の事業者の皆さん方が、プログ

ラムを組んで、学校側と一緒になってやると思うんですよね。糸満のほうのガ

マで、体験で前は使っていたんですが、落石の危険性があるということで、民

間事業者もここは今やっていないんですよ。でも、こういった実際活動してい
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る中で危険なものがあると、県のほうはこの調査とかこれはやられています

か。指導ができるかどうかは分からないですけれど。 

 

○照屋真子平和・地域外交推進課長 修学旅行に限らず平和学習などを行って

いる民間団体ですとか行政も含めて、いろいろな主体で様々されているかと思

いますが、ガマに限って危険性を今、県が把握しているかというところなんで

すが、そういった調査などは行ってないというふうに認識しておりますけれど

も、そういったガマが危険性があるという情報は承知をしておるところです。 

 

○大田守委員 そうですよね。やはり民間事業者のそういったプログラムの中

に行政として入っていくことはちょっと無理だと思うんですよね。だからこ

そ、安心・安全はコンベンションビューローを中心として、年に１回、先ほど

話があると言っておりました。そういった中で、今回のこの事案に関しては、

この海上からの見学体験活動に関しては、この事案の話合いの中に出ておりま

したか。 

 

○照屋真子平和・地域外交推進課長 先ほど答弁補足しますが、話合いという

かそういった、危険なガマの存在を承知しているということになりますので、

今後、こういった実態を関係団体にも確認できたらというふうには考えている

ところです。 

 

○大田守委員 答弁がちょっと不足したんですが、今回のこの事故が起きまし

た。こういったリーフより外に出ての体験に関しては、こういった議案研究と

いうか、その年に１回の集まりの中で出ておりましたか。 

 

○前原芳観光振興課班長 お答えいたします。沖縄県修学旅行推進協議会の中

ではこのようなガマでしたり、そういった危険性のある施設があるよというよ

うな共有はございませんでした。 

 補足なんですけれども、沖縄修学旅行推進協議会の中の５つの分科会設置し

ていると先ほど申し上げたんですけれども、その中に平和のガイドや平和施設

が集う平和学習分科会というものがありますけれども、そこの中でも特にこの

施設の危険性などについては話が出ることはなかったと認識しています。 

 

○大田守委員 民間の活動の中に、なかなか行政が入っていけないと思いま

す。一定の事業者の方も、くるぶしから下には海につけるなと最初からそう
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いった形の話をしてやっているところもあります。ただこれ行政の指導でも何

でもないんですよね。基本的に事業者の民間の活動の中の一環だという形で私

は承知しております。でも、やはり今回みたいな事故が起きれば、沖縄県の推

進している修学旅行、そして平和学習、これに対しては相当な痛手になると思

うんですよ。だからこそ、今後こういったことがないように、やはり年に１回

こういった集まりがあるんであれば、各事業者の皆さん方に、大体どういった

ものをやられておりますかという、それぐらいの確認をしながら、危険性があ

るんであれば調査したり、それは私は県のほうとしてコンベンションビュー

ローを使いながらやるべきではないかなと思っておりますけれども、これぜひ

ともよろしくお願いします。 

 

○前原芳観光振興課班長 今お話がありましたように、年に１回もしくは数回

集まるこの協議会などの場において、そういった危険性も踏まえて、事前にこ

ういった議題の提出も依頼していたりするので、そういったところを事前に施

設の劣化ですとか、危険性があるものについて、共有できるような環境をこの

協議会などの場でつくって、またそれで課題解決に向けてどのようなことがで

きるかというところを、話合いの場で検討していきたいと思っております。 

  

○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。 

 島尻忠明委員。 

 

○島尻忠明委員 質疑に入る前に、委員長。知事公室と文化観光スポーツ、あ

るいはまた平和学習ですので、関連する皆さんも、補助答弁者として一緒に同

席できますかということで、今日開かれていると思いますけれど、これは皆さ

ん関係者がそろっているってことで理解して質疑をしていいですか。 

 

○西銘啓史郎委員長 大丈夫です。どうぞ進めてください。 

 

○島尻忠明委員 まずこの平和学習ということでの今回の事案なんですけれ

ど、平和学習としての県の定義というのはどういうふうなことを定義をしてい

ますか。教育部門も含めて、関連する部署は答弁をお願いします。 

 

○照屋真子平和・地域外交推進課長 教育庁の教育行政も含めてという答弁と

いうのは……。 
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○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。 

 

(休憩中に、委員長より教育庁は同席していない旨説明があった。) 

 

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。 

照屋真子平和・地域外交推進課長。 

 

○照屋真子平和・地域外交推進課長 知事公室のほうで平和学習を行っている

ところなんですけれども、これに関しては沖縄戦の実相ですとか教訓を正しく

次世代に継承するため行っているものでして、具体的には、児童生徒を対象と

したワークショップで戦争の悲惨さを伝えたりですとか、国内外の学生を対象

として共同でお互いの歴史的背景などを学ぶとか、そういった事業をしており

まして、またさらに次世代に継承していくというのは大変重要ですので、後世

に伝えていく語り継ぎ手の養成講座、こういったことをしておりまして、こう

いったことを通じて平和を希求する沖縄の心をつないでいこうということで取

り組んでいるところです。 

 

○島尻忠明委員 その中でこの辺野古の埋立てを見せることはこれ平和学習に

該当すると皆さんは認識をしていますか。 

 

○照屋真子平和・地域外交推進課長 知事公室が行っている先ほど御説明した

沖縄戦の実相と教訓というところの次世代継承の観点で様々な事業を行ってい

るところではあるんですが、我々の事業の中で辺野古視察というプログラムは

ございませんので、そこが今平和学習に含まれているかという観点で言えば含

まれていないというところです。 

 

○島尻忠明委員 定義は聞きましたので、そこは入っていないのは私は理解し

ますが、今回辺野古移設を見せるということはさっき答弁していますので、こ

れは平和学習に該当するということで思っていますかということを聞いていま

す。 

 

○西銘啓史郎委員長 もう一度答弁。照屋課長。 

 

○照屋真子平和・地域外交推進課長 実施している事業の中での平和学習の中

に辺野古視察は含まれておりませんので、そういう答弁でよろしいでしょう
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か。 

 

○島尻忠明委員 それはすごく当たり前なんですよ。やはりこれまでの大戦の

いろいろなまた、関連施設とか、そういったものは、答弁があってもこれはす

ごく当たり前だと思うんですよ。委員長、今日、平和学習、修学旅行ですの

で、なぜ教育部署が来ていないかというのを、私は納得できないんですよ。 

 

○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。 

 

   （休憩中に、今回執行部で補助答弁者を選定したことを確認。） 

 

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。 

 溜政仁知事公室長。 

 

○溜政仁知事公室長 今回の議題、課題が辺野古沖の船転覆事故に係るものと

いうことであったので、今回このような構成で説明をしているということでご

ざいます。 

 

○島尻忠明委員 公室長、これが皆さん全く認識はないですよ。平和学習で修

学旅行ですよ。学校を通して来ているんですよ。この平和学習は、知事公室だ

けで賄うものですか。これ例えば学校でもその時間設けているでしょう、平和

学習。小学校、中学校、高校。 

皆さんのこの感覚が全く分からないです。平和学習、修学旅行ですよ。まず

この辺の感覚が私は計り知れないですけれど、公室長どう思いますか。 

 

○溜政仁知事公室長 今回の事故につきましては修学旅行の平和学習によって

このような事故が起こってしまったということで、文化観光スポーツ部のほう

からも補助答弁をお願いしているところでございます。 

 

○島尻忠明委員 これはこれからまた、ほかの機会を捉えて、私はこれ大変な

大きな問題だと思いますよ。問題意識の持ち方として。普通考えられないです

よ。事故が起きた、その前に皆さんがそういうことを勉強したいということ

で、因果関係あるわけですから。大きな今回の大変痛ましいこの事案というの

は、それを目的で来ているんですよ、平和学習。それ修学旅行だよ。これ問題

意識を全く持っていないというふうに私は理解をいたします。 
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そこで、先ほど辺野古に関しては、平和学習では、県ではやっていないとい

うことなんですけれど。本当はこれ、教育委員会がいれば教育部署が関係者で

答弁いただきたかったんですけれど、この辺野古に抗議している皆さんのとこ

ろ、こうやって平和学習の場としてやっているということは、教育の公平性か

ら見ると県でもこれは想定していないんですよ。そういうものから考えて、も

し答弁できるのであれば、公平性の関係からどう思いますか。どなたからでも

いいですから答弁いただきたいと思います。中立性も含めてね。 

 

○溜政仁知事公室長 今回のまず事故につきましては、平和学習に係る海上案

内において発生したものであるということです。抗議活動中の事故ではないこ

とを、第十一管区海上保安本部に確認しているところでございます。また、平

和学習については様々な主体によって企画実施されているものと承知しており

ます。そのため、その在り方については特定の見解を述べることは差し控えた

いと考えております。 

 

○島尻忠明委員 公室長、誤解がないように言いますけれど、抗議活動ではな

くて抗議活動をしている人がこれちゃんとマスコミに載っていますよ。この

方々が、平和学習なんかでこれやっているんですよ。だからその辺を聞いてい

ると、抗議活動自体はこれはいろいろな思いがあるから。立場があるから。そ

こを言っているわけですよ。私が言っているのは。 

 

○溜政仁知事公室長 繰り返しになりますけれども、それぞれの学校で平和学

習について様々な考え方をお持ちだと思います。その主体によって、企画実施

されているというふうに考えておりますので、県として特定の見解を述べると

いうことは差し控えたいと考えております。 

 

○島尻忠明委員 修学旅行向けのカリキュラムというんですか。修学旅行者向

けのカリキュラムに関するガイドラインというのを皆さんつくっていますか。 

 

○前原芳観光振興課班長 県外からの修学旅行を受け入れているものとしまし

ては、基本的にカリキュラムとかガイドラインは、今までこの安全性のことも

含めておっしゃっているかと思うんですけれども、特にそういったガイドライ

ン的なものの策定とかはしておりませんでした。 

 

○島尻忠明委員 先ほど、ほかの委員からも質疑がありましたが、以前に修学
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旅行中に交通事故にあったという事案もあります。いろいろなものがあって、

やはり私はカリキュラムが皆さんのところに、我々が質疑している以外の意見

も届いていると思うんですけれど、その必要性は改めて考えていないんです

か。 

 

○前原芳観光振興課班長 やはり安全・安心で受け入れるというのは大前提の

条件だと思いますので、先ほどから申し上げているんですけれども、修学旅行

の推進協議会でしたり、またほかの関係団体さんとの会議の場などでもって、

こういったガイドラインの策定につきましても含めて協議して、また、協議会

に参加・加入されていない県内事業者さんもたくさんいらっしゃいますので、

そういった県内事業者さんたちにも、どういった形で広く周知が行き渡るかと

いうところは、今後の検討の材料としたいと思います。 

 

○島尻忠明委員 ぜひ、しっかりそのガイドラインを含めて、私は作成をした

ほうがいいと思いますので、この関係団体ともしっかりと協議をして、こう

いった事案が、この事案だけではなくて、いろいろな平和学習あるいは修学旅

行の中では課題があると思いますので、その辺を密に連絡協議会するにして

も、その指針となるものがないと、なかなかそれが実になることはないと思い

ますので、ぜひこれは検討をお願いをしたいと思います。 

 この事案大変痛ましい事件なんですけれど、私はこれマスコミ等々に載って

おりますから言いますけれど、ヘリ基地団体協議会が管理をして、そこからこ

ういった船を出しているということなんですけれど、私が思うに、この方々会

見、見たんですけれど、全く誠実さがないと思うんですよ。ボランティアでし

たから、何も頂いていません。船も未登録、補償もなし。テレビから見たんで

すけれど、この高校生の皆さん、スカートで船に乗ったりとかですね、本当に

皆さん今何回も各答弁者、安心・安全が修学旅行平和学習の原則と言っている

んですけれど、私も離島で船によく乗りますけれど、あんな格好、スカートで

すよ。この辺も考えて、これはしっかり対応して乗せるべきだったと思うんで

すよ。しっかりと対価も払っていると言っているんですけれど、大人ですか

ら、それを責任を持って子どもたちを乗せているわけですから、最初から僕は

しっかりと誠意を持って、お話をしてくれなかったのは大変残念であります。

事故は事故、事案は事案なんですけれど、そのあとの対応の誠実さが、全く伝

わらない。先ほど公室長も言ったけれど私は本当に同じぐらい思っています

よ。やはり皆さんは、この事案に対して、修学旅行の子どもたちをあの環境、

服装も含めて、乗せたことに関してはどう思います。率直な所感でいいですけ
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れど、私はあり得ないと思うんですけれど、皆さんはどう考えていますか。 

 

○溜政仁知事公室長 第十一管区海上保安本部等によれば、波を受けて転覆し

たと見られるということで、詳細については調査中ということですので、我々

として予断を持ってお答えすることは差し控えたいと考えております。 

 

○島尻忠明委員 公室長、それは当たり前ですよ。私が言っているのは、ああ

いう船に乗る服装ではないんですよ。普通はああいうものを気をつけて、乗せ

るべきなんですよ。ですからそこを、これはもう現実もそういう服装で乗って

いて、ですからスカートとか、岩に当たりけがしたり、これもうすごく当たり

前の話なんです。ですから、安全性と皆さん答弁しておりますから、安全性の

観点からも、こういうふうに乗せた船の管理者は私は大変軽率だったと思って

いますけれど、その件についてどうですかと聞いていますから、私は事件の調

査のこと聞いていません。今あるがままの話をしていますので、あれを見てど

う思いますかと聞いていますから、その辺を率直に答弁をいただきたいと思い

ます。 

 

○溜政仁知事公室長 繰り返しになって恐縮なんですけれども、我々も報道等

を見て様々なことがあるという報道があることは承知しております。ただ、現

在海上保安本部等で調査をしておりますので、その具体的な内容については、

コメントは差し控えたいというふうに考えております。 

 

○島尻忠明委員 公室長、あなた全く子どもたちのことも考えていない。私は

事件のこと言っていないよ、ああいうふうに乗る服装、私はあり得ないと思う

んですよ。その件についてどうですか。これ容認している、安全性という答弁

しながらああいう服装でああいうことやってもいいということで私は受け止め

ますけれど、それでいいですか。これ公室長の考え方は。 

 

○溜政仁知事公室長 ですので、当時のどういう状態だったのか等も含めて現

在調査中だということで承知しておりますので、今のところ、コメントは差し

控えたいということでございます。 

 

○島尻忠明委員 全く答弁になっていません。私は、作業をするときの工事現

場でも安全のためヘルメットとしなさいとか、すごく当たり前なんですよ。こ

の子たちは今まで船に乗ったことないかもしれません。特にああいう船に。
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しっかりとこの管理者が教えてあげるのが筋じゃないですか。全くあなた、公

務員としてこの答弁に僕は許せないですよ。安全性の先ですよ。こういう安全

性を確かめてやるわけですから、あの格好を見てもそれでも何とも思わないと

いう人は、私はもう公室長としても認識が物すごく低いと思いますよ。ただ安

全性を確認するために言っているだけの話なんですよ。全く私には考えられま

せん。 

 そこで、その当時は波浪注意報も出ていました。やはり管理者としては、こ

の子どもさんたちを、危険性のあるところに連れていくというのは私はいかが

なものかと思うんですよ。やはり、子どもたちを安全性から、回避するために

どうするかというのを、考えてやるべきだったんですけれど、私は、これ海岸

での平和学習という答弁もありましたが、船に乗せるということはないとは書

かれていないんですよね。ですから多分その場の勢いかどうか分からないんで

すけれど、乗せたと思うんです。なぜ自分たちが日頃からやっている活動を見

せるというのも、私は一端にあったんではないかなと考えているんですけれ

ど。 

最後に、公室長、このような事案が起こらないためには、公室長として、危

機管理部門を掌握している者として、どのように対策を考えていますか。 

 

○溜政仁知事公室長 今回の事案は、こういう最悪のケースになってしまった

ということは、本当に我々としても重く受け止めているところでございます。

こういう事故等の防止については、やはり修学旅行等も含め、海難についても

安全・安心ということを最優先に考えて活動をすることを皆が肝に銘じて活動

することが肝要であろうかと考えております。 

 

○島尻忠明委員 全く対応策はないということで理解します。美辞麗句だけ

言っても困りますよ。これは私でも答弁できます。もうちょっと所管があるん

ですから、法令遵守とか、しっかり決まりを守る、それぐらいの言葉が出てく

るのかなと思ったら全く、感覚が最初から質疑していますけれど、分からない

ですね。 

 いずれにしろ、平和学習、修学旅行そして一般の観光客の皆さん、沖縄を大

好きで来ている皆さんにとっても、今回の事案を大変沖縄のイメージを著しく

損ねたというふうに、私は思っていますよ。ですから、おうむ返しのように公

室長は事案が進んでないから答弁できないということなんですけれど、これ所

管委員会ですから、ぜひこのまた事案がいろいろな捜査等々も含めて出てきま

したら、しっかりと総務企画委員会でも報告、そしてまたいろいろな質疑も出
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てくると思いますので、その件についてはどう思いますか。 

これから出てくる中において、しっかりと総務企画委員会でも報告するとい

うことでいかがですか。それとももうしないで終わるんですか。 

 

○溜政仁知事公室長 我々としても引き続き情報収集等は進めてまいりますと

いうことで答弁させていただいたところでございます。何か動き等がございま

したら、適切に対応させていただきたいというふうに考えております。 

 

○島尻忠明委員 公室長、あなた今笑っていたけれどさ。今笑っていましたよ

ね、答弁する前に。何を笑っていたの。いや、だからこれで終わりなのかと聞

きましたが、私は継続してこれ報告するべきかと聞いたんだよ。だからもう終

わりなのかって何でそこで笑うの。こんな事案で笑うなんてとんでもないです

よ。まずは笑った心境を教えてください。僕は考えられないです。人の生命が

かかっている、今審議しているんですよ。 

 

○溜政仁知事公室長 大変申し訳ございませんでした。我々としてもこれで終

わりというつもりではなかったので、そのようなことになって大変申し訳ない

と思っております。今後とも動きがございましたら、我々も情報収集に努めま

すので、その際議会等に対しても適切に対応したいと思います。失礼いたしま

した。 

 

○島尻忠明委員 これ私に謝るものではないんですよ。亡くなった方々、事件

現場に巻き込まれた方々に謝るべきですよ。もう一回答弁お願いします。この

笑いは許せません、僕は。大変な事案なんですよ。笑いで済ませるような、こ

れを審議しているんですが我々は、私に謝る必要ないですよ、これ。事件に巻

き込まれた皆さんにですよこれ。よくこんなことが笑いながら議論ができます

ね。 

 

○溜政仁知事公室長 大変失礼いたしました。そういうつもりではなかったと

ころでございますが、引き続き適切に対応してまいります。大変失礼いたしま

した。 

 

○島尻忠明委員 今日、時間もありますけれど、私は委員長に申し上げたいの

はですね。こんなんじゃ、これからの沖縄県の平和学習、これはしっかりやっ

ていただきたいという思いはひとつですよ。こういう審議の仕方ではできませ
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んので、私は引き続き総務企画委員会でもこの件についてはやって、本当に今

日で、または次はぐらいと思っていましたが、全く誠意がないんですよ。これ

私だけでなく見ている人みんな僕はそう思っていると思います。そうしないと

この事案に巻き込まれた人たちの思いを皆さんに、県議会として報われません

よ。ですから私はこれ、この当委員会で引き続き公室もそう答弁がありますか

ら、委員会で私は何かまた動きがありましたら報告をして、やっていただきた

いなというふうに思っております。 

 

○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑ありませんか。 

 呉屋宏委員。 

 

○呉屋宏委員 僕は別のところから聞いてみたいと思います。今沖縄1000万

人とも来ている観光客の何％ぐらいが修学旅行なんですか。 

 

○前原芳観光振興課班長 直近の、沖縄県の入域観光客数は令和６年度になり

ますけれども、観光客数全体では955万2700人となっています。そのうち、修

学旅行に訪れていただいた人数としては、35万8521名となっています。割合

については今3.3％となっております。 

 

○呉屋宏委員 観光や修学旅行対象にして頑張っておられる皆さんが、今回の

事故について、これ全国で放送されている。これについての影響というのはど

のように考えているか。 

 

○前原芳観光振興課班長 今回の件につきましては、尊い命が失われるという

痛ましい事故が発生したことに関しては、お悔やみ申し上げたいところなんで

すけれども、この修学旅行というのは、一生の思い出となり、楽しいはずの沖

縄修学旅行になるはずだったんですけれども、今回このような事故が発生した

ことを、沖縄県への修学旅行を誘致している立場から非常に重く受け止めてい

るところです。今回、事故の原因についてはまだ調査中というところなんです

けれども、県としましては、二度とこのような悲惨な事故が発生しないよう

に、修学旅行における安全管理体制や受入れ体制の再点検を関係団体等と連携

して進めてまいりたいと考えております。また、県内の関係事業者等で構成す

る沖縄修学旅行推進協議会においても、この内容について共有しまして、この

課題について県としてどういう対応が可能なのかというところを検討してまい

りたいと考えております。 
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○呉屋宏委員 今あなたが言ったとおりなんですよ。一生のうちで１回、修学

旅行に友達、級友と一緒に行って楽しいはずの思い出づくりが、これで苦い形

になってしまった。恐らくそこに同席をしていた子どもたち、あるいは学校の

皆さん、関係者の皆さん、ましてや御父兄の皆さんも含めて、本当にこの１つ

の事故がみんなに与える影響というのは物すごく大きい。だからそこから僕は

今質問しますが、この当該船舶はどのような許可をもらって、どのような届出

をされてやられているのか、僕そこのところがよく分からない。これ誰が答え

るの。関係者を呼んでいるんでしょ。船の免許に詳しい人は来ないの。 

 

○古堅宗一朗危機管理課長 委員お尋ねのところですが、我々も船についても

ろもろ報道等で、例えば内航一般不定期航路事業として国へ登録すべきではな

かったのか、それが未登録であったですとか、いろいろ疑義というか、ここが

何か不適格であったんではないかというような表現で話題となっていることは

承知しております。 

ただ、その辺も含めて、国土交通省の事故調査委員会あるいは第十一管区海

上保安本部に照会をかけているんですが、まだ今調査中なので正式にこういう

ところがまずかったみたいなことの回答はいただけておりませんので、県とし

てこういう認識ですということは申し上げるのは難しいです。調査結果が来ま

したらそれも報道されると思いますけれど、県がはっきりと承知した時点で提

供なりをしたいと思います。 

 

○呉屋宏委員 僕は冒頭話しましたよね。この学校でこの友達の皆さんが、こ

ういうことを確認されないままに、修学旅行という事業を受け入れている。こ

こが一番の問題点だと僕は思っているんですよ。だから、これを例えば観光の

皆さんに聞きますが、これ年間どれぐらいこの船が出ていたの。こういう事業

はどれぐらいやっているの。 

 

○前原芳観光振興課班長 先ほども答弁いたしましたが、今回のような船に

乗って出る平和学習のプログラムの存在を把握していなかったところもあるの

で、これまでの回数とかそういったことについても把握していないところで

す。 

 

○呉屋宏委員 これだけ修学旅行を推進していて、こんな状況でやられている

ということが、まず県は責任を感じなければいけないんではないかと僕は思う
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んだよ。だから、さっき言ったように一生で１回しか起こらないこの修学旅行

で、この実態をね、そこから来ているんじゃないのかな。もともと分かってい

るんだったら何らかの対処はしていたはずなんだよ。だけど、この船に何名

乗って何回ぐらい１年間で出ているのかも分からない。そもそもこれがあった

こと自体が分からない。修学旅行が来てくれたらうれしいけれど、何名来たね

とあなた方は喜んでいるかもしれないけれど、そこの充実さがどうだったかと

いうのは全く調べていない。だから、これは観光の在り方というのをもう一回

根っこから僕はやるべきだと思う。こういう、違法だとは言わないけれども、

もしここに疑義があるのであれば、少しでも早く止めるべきだったよね。終

わった後だからもうこんなことしか言えないけれども、私はこういう不幸な事

故というのは、これからも起こってはもらいたくない。それをもとにして、も

う少し聞きますが、これ事故は何時何分にあったんですか。 

 

○古堅宗一朗危機管理課長 県のほうで覚知した時点で３月16日月曜日の10

時10分、この事故が発生したと聞いております。 

 

○呉屋宏委員 そこで知事公室が中心だと思うんだけれど、これ、救急車に乗

せて病院に着いたのはどれぐらいか。救急車が来るのはどれぐらい後なのか。 

 

○古堅宗一朗危機管理課長 今、委員お尋ねの消防車に負傷者等を乗せて病院

に到着した時間等々は今の時点で把握しておりません。 

 

○呉屋宏委員 皆さんはこのお二人が亡くなられた時間は分かりますか。 

 

○古堅宗一朗危機管理課長 お答えいたします。第十一管区海上保安本部から

の情報によりますと、お一人が当日の午前11時50分、意識不明の男性１人の

死亡が確認されましたという記録がございます。もう一人については、同日の

午後12時29分。意識不明の女性１人の死亡が確認されましたという記録がご

ざいます。我々で承知しているのは以上です。 

 

○呉屋宏委員 なぜ僕はそういうこと聞くかというと、この船舶で修学旅行生

を乗せて、もしここに事故があったときの連絡網はどうなっていたかというこ

とは、どこが把握するのか。観光が把握するの。 

 

○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。 
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   （休憩中に、執行部より質問趣旨の確認があった。） 

 

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。 

 前原芳観光振興課班長。 

 

○前原芳観光振興課班長 今回の事案に限ってなんですけれども、修学旅行の

グループ別研修での事故ということで、報道で聞いたところによると、この引

率の先生もいらっしゃってというところなんですけれども、通常ですとそうい

う学校の修学旅行の一環で事件とか事故などがあった場合は、先生を通じて、

緊急連絡先に連絡するものと認識しております。 

 

○呉屋宏委員 報道ベースでしか分からないけれど、船が帰って救急車が来て

からしか担任の先生が分からなかったというけれど、これどういうことか。本

当なの、これ。 

 

○前原芳観光振興課班長 すみません。把握していないです。 

 

○呉屋宏委員 もう一つ大事なところを聞きましょう。この事業者、12名乗

りが11名乗っていたから定員は大丈夫だったとか、10名乗りが９名だから定

員オーバーしていなかったとかというのは報道で僕は見たんですけれど。この

修学旅行の事業自体は、船主とそことの契約なのか。それとも何か団体があっ

て、そこに所属している船が５つも６つもあって、そこから出てくるのか。そ

れともこれ、船主が事業者なのか、新聞読んでもテレビを見ていても、ここら

辺がよく分からない。 

 

○前原芳観光振興課班長 一般的なこの修学旅行の行き先を決めたりというの

は、学校と基本的には旅行会社さんのほうで相談の上で決めるというふうに聞

いています。ただ、今回のこの船の事案については、この学校が個別に船主さ

んと調整した上で実施していたというふうに認識しております。 

 

○呉屋宏委員 ということは、個々のつながりで船を出したということでいい

の。それでどこそこ事業所とか、どこそこ株式会社とかいうのがあって、そこ

との契約になっているのか、そこら辺がしっかり答えてほしいんだよ。 
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○前原芳観光振興課班長 繰り返しになりますけれど、報道で知り得たところ

ですと学校の会見を拝見しましたところ、校長先生において、直接船主さんと

この学校の先生とでやりとりをして実施が決まったというふうに聞いておりま

す。 

 

○呉屋宏委員 今亡くなられてこれが大きく問題になっているんだけれど、例

えばこの船は亡くなられた方々の中で、特にお二人亡くなっているうちの１人

が修学旅行生だということで、この船は保険なんかは入っているの。そういう

ことも皆さん観光は全くチェックしないの。 

 

○前原芳観光振興課班長 今回の保険について、取扱いの旅行会社さんに問合

せしてみましたが、情報管理を徹底されているので、調査中というところもあ

るかと思うんですけれども、この内容については、教示いただくことはできま

せんでした。 

 

○呉屋宏委員 僕は、この問題はここだけで終わる話ではなくて、観光の在り

方というものをもう一回見直さないと、僕は去年なんかもうしょっちゅう水難

事故で亡くなったという痛ましい事故ばっかり見てきているわけですよね。だ

から、この議会で県警が水上レジャーの件を出してきたんだけれども、こうい

うところをしっかりしなければ、特にあなた方が使っているのは団体ですよ。

個人で来たメンバーではないのよ。ということになるとこれはまた、県外への

影響が物すごく大きい。せっかくここまでいい形で持ってきている沖縄の観光

が、また崩れていくんではないかというところは、非常に危惧しているんです

ね。これは水上安全条例がつくられた部分については、物すごいもう一回、修

学旅行の在り方というのは観光コンベンションビューローを中心にして、観光

の在り方というのは僕は問いかけるべきだと思うんだけれど、あなた方どうす

るつもりでいるの。 

 

○親富祖英二観光振興課長 今御質問のありましたところですけれども、観光

部としても今回の把握できていなかったというところが１番の課題だと思って

おります。どういった修学旅行がどういった関係で事業者さんと契約を結んで

やっていたか、これまでの形でいきますと、先ほど班長からも答弁させていた

だいたんですけれども、旅行会社との間に入って、学校と旅行会社、そして現

地の事業者というところの形がありまして、旅行会社のほうで基本的安全性と

か確認した上で、旅行プランというのがつくられて、それに見合う保険ですと
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かそういったものが設計されていくのが通常となっております。 

 ただ今回、私どももこの事件が起きて初めて把握したところがあって、把握

できていなかったところがこの観光誘致して受入れをしている沖縄県の立場と

しても課題であったと非常に強く認識しております。 

これは所管の委員会でも同じように部長のほうからも申し上げたんですけれ

ども、それでこの把握したもので、今何ができるかというところなんですけれ

ども、まず知り得る情報、これ海上保安庁ですとか国交省の調査とかはやはり

時間もかかりますしいろいろあるんですけれども、迅速に今持っている情報

を、先ほど来申し上げ、協議会においてこういう状況がありますと、今後につ

いてはまた改めて情報提供するんですけれども、こういうことがありました。

これで注意しましょうという注意喚起を行いたいと思っております。 

実際この協議会を、通常年に１回、最近２月に終わったばかりなんですけれ

ども、年度内にできるだけ早く、緊急にでも開催して、まずは情報共有と注意

喚起を行いたいと思っております。その上でこの協議会において何をするかと

いうのは、把握されていなかったことが問題だと思って、これについて、県

も、事業者、ビューローも含めて何ができるのか、どういった対応ができるの

かというところを率直に議論して対策を練っていきたいと考えているところで

す。 

 

○呉屋宏委員 率直に聞きますけれど、これは事件が起こって全ての全貌が見

えてきたときにならないとそれはできないのかもしれませんが、体験乗船はこ

れからも続くの。あなた方観光としてこれは推奨するの。 

 

○親富祖英二観光振興課長 お答えいたします。 

まず、今回の乗船というものなんですけれども、先ほど答弁させていただい

たように、県として把握しておりませんでした。それでこの安全管理体制がど

うなっているかというところの確認中というところでございます。 

県として推奨します観光メニューというのは、幾つかホームページ等で御紹

介させていただいておりまして、その中にもこの辺野古の地を使ったツアーと

いうのを紹介しています。これについて辺野古の丘の上のほうから、基地建設

が自然環境とかに与える負荷ですとか、そういったところへの講話を受けて、

それについて考えるＳＤＧｓとか環境とか平和学習というメニューとなってお

ります。こういったものについては、実際にありまして、こういったものを例

えば地域分散化とかいろいろ平準化のために使えるものであればとか、いろい

ろな形で御紹介させていただいているところです。 
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ちょっと質問と少しずれてしまったかもしれませんが、今回のような乗船が

安全・安心であるかというと、確認できる、できないというのもあるんですけ

れども、現状においては分からないというのが正直なところです。 

 

○呉屋宏委員 僕も日曜日に船の免許の更新をやったばかりだ。だからある程

度の船は分かるつもりでいるけれど、あの船に11名とかね、僕はバランスを

崩さないほうがおかしいと。ましてやこれ波浪注意報が出ているんでしょう。

こういう大事な修学旅行で 10名も乗せて、海に波浪注意報の中で出ていっ

て、転覆して、こういうことが予想できない人が船長しているということ。そ

れはあなた方がチェックしていないということ。そういうことになると思うん

だよ。だから、全ての人の命は大事だけれども、特にこの修学旅行で親から離

れて、先生が責任を持って連れて行くと言った以上、全てのこういうところを

チェックすべきだと思うんだよ。だから僕は今後、こういうところをしっかり

とビューローも県も一緒になって、ここに行っている子どもたち、どういうプ

ログラムがあるか分からないけれど、そこに安全なのかどうかって、もう一回

チェックは初めからすべきだと思うんだけれど、どうなのか。 

 

○親富祖英二観光振興課長 お答えいたします。 

委員御指摘のように、私ども沖縄に修学旅行に来ていただきたいということ

で誘致活動している立場でございます。沖縄の１番のおもてなしはこの安心と

安全だと思っております。これがないと全ての観光では成り立たないと思って

おりまして、今回の課題として１番自分たちの中で思っているのが、こういう

ものを把握できていなかったというところであります。把握することで、どう

いった課題があるのか、今回の場合であればこの船に乗る、非常に小さい船

だったということなんですけれども、船の適切なサイズがあるのかとか、それ

に対する安全対策がどうなっているのかとか、これのチェックをかけられるも

のと思っております。ただ全ての旅行について細かいところまでというのは難

しいのかもしれませんが、その仕組み、協議会とかを通じて関係事業者、旅行

会社も含めてこの船を動かすような事業者も入ってもらうことによって、一般

的にはこういうルールがあるというのを教えてもらいながら、沖縄修学旅行に

おいては、こういった取組をするべきではないかというところをくみ上げてき

て、それをまた議論していければと思っております。 

 

○呉屋宏委員 これまで去年も一昨年もそうだったけれど、海上保安庁は海上

保安庁なりに、県警は県警なりに、我々は我々なりに、本土の人がこっちに来
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て水難事故が起こった段階で心が痛まない人はいないと思うんだよ。だからこ

れをどうやって安全にするかということを、もっとあなた方はあなた方の立場

から真剣に考えるべきだと思う。 

 

○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑ありませんか。 

 高橋真委員。 

 

○高橋真委員 いろいろ質疑が出ておりますので、まず知事公室長に見解をお

伺いしたいとおもっております。 

 本当にこの沖縄の海で、未来のある高校生がお亡くなりになった、大人の方

も亡くなっていますけれど、痛ましい事故二度と起こさないためにも、沖縄県

として、本当に向き合っていく姿勢というのを確認したいなと思いまして、質

疑をさせていただきます。 

まず危機管理という面で、総括部局として、今回天気の状況を見てみます

と、波浪注意報という公的な警告が出ていました。この波浪注意報というの

は、この消防防災というか、危機管理の部署ではどのような状態のものなの

か、まず見解を伺いたいと思います。 

 

○照屋陽一消防防災対策課長 お答えします。 

波浪注意報は、高波による遭難や沿岸施設の被害など、災害が発生するおそ

れがあると予想したときに気象庁が発表するものであります。 

 

○高橋真委員 では、今回の事案からいきますと、出航できる、そういうタイ

ミングであったのでしょうか。県の見解をお伺いいたします。 

 

○照屋陽一消防防災対策課長 先ほど来、本件の事故に関しましては、現在第

十一管区海上保安本部それと国の運輸安全委員会において詳細な原因調査が進

められているところであります。そのため県の見解というのはこの個別事案に

ついて、今示すことは難しいんですけれども、その上で、一般論として、この

ような波浪注意報が発表されたときには、船舶の運航者については、海上での

活動において、十分な安全確保と慎重な判断が求められたということで、県の

認識としてございます。 

 

○高橋真委員 では、この人を船いっぱいに乗せて出港するという状態という

のは、大変危険な状態である、そういう認識ですか。 
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○照屋陽一消防防災対策課長 この辺に関しては、権限がある海上保安本部の

ほうで今調査されているという認識でございますので、これに関して、県とし

て見解は難しいと考えています。 

 

○高橋真委員 では、今回の船の運用団体でありますけれど、具体的に出港基

準とか安全管理基準というのは持っていた団体ですか。どちらの部署が答える

のでしょうか、お伺いいたします。 

 

○古堅宗一朗危機管理課長 これもまた直接当たったわけではございません

で、報道ベースの様々な情報の中の一つでございますけれども、このヘリ基地

反対協議会、出港基準は明文化されていないという情報がございまして、ま

た、今回ボランティアで運行しているため、この登録がないのでそういうとこ

ろがないんだという、そういう事実を我々が入手しております。直接当たった

わけではございません。あくまで報道ベースでございます。 

 

○高橋真委員 知事公室長、ではそういった団体が未成年の命を預かって海に

出るという事態、今回の事故が起きておりますけれど、どう総括されますか、

お伺いいたします。 

 

○溜政仁知事公室長 具体的な原因等については今調査中ですので、それを待

ちたいとは考えておりますが、先ほど来、議論になっております安全性につい

て、修学旅行、子どもたちを船に乗せるという状況については当然、安全を第

一に考えるべき事案であっただろうと考えております。なぜそれをもって安全

だと判断したのかということについては、調査を待ってから判断したいと考え

ているところでございますが、いずれにしましても県としては、今後の修学旅

行等についての安全・安心については、今後ともより一層、検討させていただ

きたいと考えているところでございます。 

 

○高橋真委員 捜査中ということで、なかなか今、具体的なものというのが出

てこないわけでありますけれど、ただ沖縄県として、今回、気象庁の発表等も

ありましたし、風速とか、また波の高さとか、客観的に数値に基づく指標も出

ていたかと思っております。そうした中で、しっかりと出港とか、活動中止の

基準を明文化する、そういった厳格な運用というものを強く義務づけるような

ルールを策定して、そして適用させていく、こういった団体に適用させていく
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ことは必要なことではないでしょうか、お伺いいたします。 

 

○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。 

 

   （休憩中に、執行部より質問趣旨の確認があった。） 

 

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。 

 溜政仁知事公室長。 

 

○溜政仁知事公室長 先ほど課長のほうからも説明させていただいたところな

んですけれども、まず波浪注意報については、高波による遭難や沿岸施設の被

害など災害の発生するおそれがあると予想したときに発表するというもので、

運行者は海上での活動において十分な安全確保と慎重な判断が求められるとい

うことになっております。つまり出たら駄目ということにはなっていないとい

うことで把握しておりますが、ただ今回のように、修学旅行あるいはその子ど

もたちを乗せているという状況で、そういうことが行われたということについ

ては適切だったかどうかというのは、そこについては慎重な対応が必要であっ

ただろうと思っておりますので、今後県としてどのような対応ができるかとい

うのは、引き続き検討させていただきたいと考えております。 

 

○高橋真委員 先ほど島尻忠明委員の質疑の答弁の中にもありましたが、県外

から受け入れる場合、修学旅行も含めてガイドラインを作成していないと、そ

れが問題になっていると。だから、県としては、しっかりと受け入れるときの

ガイドラインを作成する、もしくは方針を作成していくということを検討して

いきたいとおっしゃっていました。私はこれは検討ではなくて、やるべきだと

思っております。 

さらに、有資格でなくて正式に登録されたマリンレジャーの事業者ではなく

て、実態があるんだと。あるものをしっかりとつかみにいくこと、存在を把握

していなかったということでありました。今回の船の運用団体についても、県

はこの事件が起きるまで全く分からなかったと、観光部局のほうでも答弁があ

りました。私はこれその存在をつかみにいくべきだと思っております。実際に

こうやって沖縄県の観光を支えている人たちもいるのではないかと思っており

ます。それであれば、しっかりと海とか大きなリスクがあるところに対して

は、しっかりとこういう基準を運用していくんだと、しっかりと指導していく

んだということはやっていくべきだろうと思っているんですが、いかがでしょ
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うか。 

 

○親富祖英二観光振興課長 修学旅行の受入れに関して先ほど申し上げさせて

いただいたように、今回の船の形態、ツアーの形態というのは、正直把握でき

ていなかったところから課題だということは、先ほど申し上げたとおりです。

これについてマニュアルですとか、ガイドラインというのも実際今のところは

ないというところでございますが、関係事業者でつくる協議会というのがある

というのは先ほどから御説明させていただいたところで、こちらの中で、数多

い事例とか、課題があった事例とかについての協議とかをして、対応策という

のは話をして共有しているということはまた事実でございます。ただガイドラ

インという形で明文化というのは、どんな形にしたほうがいいのか、それをす

るのかしないのか、そこも含めて、多くの事業者も入っているこの協議会でも

議論の一つとして、対応させていただきたいと思っておりますし、抜けがない

ように安全・安心な修学旅行地としての体制が確立できるように取り組んでま

いりたいと思っております。 

 

○高橋真委員 これは今後のお話でありました。しかし、私はやはり注目して

いるのは、今回本来であればこの旅客船事業、正規のマリンレジャーの事業者

であれば、やはり関係法令や条例による厳格な安全基準が求められております

ので、しっかりと対応ができたんだろうと思っております。しかしながら今回

のように、市民団体、船運用団体といいましょうか、任意の団体、グループが

実質的に多人数を乗せて海に出る行為に対して、県はこれまで安全指導の網と

いうか、そういうことがかけられなかったということというのは、これまでの

対応というのは野放しだったということではないでしょうか。この責任は私は

問われると思うんです。いかがでしょうか。 

 

○親富祖英二観光振興課長 今回の当該高校が船に乗りまして、事故に遭われ

たという形であるんですけれども、このような形態が一般的かということなん

ですけれども、私どもも把握していなかったというのは、なかなかない形態だ

と思っていて、いろいろ確認したところ、通常は先ほど申し上げたように旅行

者が間に入って、この安全管理ですとかそういった仕組みを取り持ちながら旅

行ツアー、修学旅行のツアーの行程というのをつくられています。ですのでこ

ういった直接の手配をして、旅行事業者はバスで浜まで連れて行くだけ、その

先のことは関知していないというような形も言っていますけれど、こういった

形は非常にまれなケースであると思っております。以上のことからなかなかこ
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れまで分からなかったのかというところについては、承知していなかったとこ

ろ課題だと思っておりますけれども、責任というところになりますと、今の捜

査を待ちながら、今後どういった形になるのかというのを検討することになる

のかと思っております。 

 

○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。 

    

   午後３時33分休憩 

   午後３時54分休憩 

 

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。 

 ほかに質疑はありませんか。 

 島袋大委員。 

 

○島袋大委員 まず、亡くなったお二人の方々に御冥福を祈りたいと思ってお

ります。大変苦しい思いをされたと思っておりますから、我々はこの辺はただ

すところはしっかりただしていかないといけないと思っておりますので、御理

解いただけたらと思います。 

初めに転覆した平和丸、不屈の所有者、運航主体は誰になっているんです

か。 

 

○古堅宗一朗危機管理課長 今委員お尋ねの事故に遭いました２隻の船の所有

者等は、今の段階で県では把握しておりません。 

 

○島袋大委員 運行主体は誰かまで分からないの。 

 

○古堅宗一朗危機管理課長 直接問い合せたわけではございませんが、報道等

によりますと、ヘリ基地反対協議会というふうに聞いておりますのでそのよう

な認識でございます。 

 以上です。 

 

○島袋大委員 これ、当日はどこから出航してどのようなルートを通って、ど

こにまた戻る予定だったとか、その辺はどうなっています。皆さん方は。 

 

○古堅宗一朗危機管理課長 報道では、この辺が船の航跡といいますか、ここ
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からここへ移動したというような報道もございますけれども、この辺も含めて

今現在国のほうで調査中と聞いておりますのでその認識でございます。 

 以上です。 

 

○島袋大委員 事故が起こってまだ３日あたりなので、そうなるけれども、緊

急を要するからその辺は確認事項はしっかりとやらないといけないと思ってい

るんだけれども、皆さん方この今おっしゃるんだったら調査中というけれど

も、この辺は、海上保安庁や、警察や含めてですね、連携体制は今実際どう

なっているのか。 

 

○古堅宗一朗危機管理課長 県のほうではですね、３月18日に、国土交通省

運輸安全委員会事務局、これは那覇事務所になります。そして第十一管区海上

保安本部、この場所にですね、職員私どもの担当職員が直接出向いて、いろい

ろ当該事案に関する情報提供、情報共有などをお願いしたところでございま

す。 

 調査には少し時間がかかるので、追って提供できる調査、情報があれば提供

しますというお答えをいただいております。 

 また、沖縄総合事務局運輸部、こちらとふだんから日常的にやりとりしてい

ますので、出向いておりませんけれども、電話による情報提供のお願いをしま

して連携を確認したところでございます。 

 以上です。 

 

○島袋大委員 この辺野古の海上工事ではですね、臨時制限区域が設けられ

て、工事関係船も入り混じっているわけですよね。 

 また今回の事故でも明らかになったとおりですね、海流も難しい区域、この

ような場所でそもそも抗議活動目的で船が近づくことは極めて危険であると

思っているんですよ。 

 誰が見てもそうですよ、小学生が見てもそう思うと思っていますよ、私は。

ましてや今回の修学旅行生のような、何の罪もない子どもが事故に巻き込まれ

ること自体が、私は本当に心が痛いんですけれども、これはね知事に聞きたい

んだけれども、県として、この海上での抗議活動や、今回のような見学目的の

船の航行を控えるように強く求めるべきではないかなと思っているんですがど

うですか。 

 

○溜政仁知事公室長 今回の事故については平和学習に係る海上案内だという
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ことで承知しておりますので、抗議中の事故ではないということを海上保安本

部に確認したところでございます。 

 大前提でございますが、抗議活動を行う際には、法令を遵守し、安全・安心

に行われることが大前提であると。その上で、憲法で定める表現の自由が保障

されることが重要であるというふうに考えております。 

 以上です。 

 

○島袋大委員 これ抗議活動と今言う今回の平和学習は違うと言ってるけれど

もね、抗議活動している、この船に乗っているわけだよ。 

 ましてやこの抗議活動も今の答弁で、するために安全をしっかりと考えなが

らやってください。どんな抗議ですかこれ。 

 今公室長、今回の現場はね、事故現場というのは、普通一般論で言えば大型

ビル造っている那覇市のど真ん中の工事しているところに車で堂々と入って

いって、ここがこれから建築するビルですよと言っているものだよ。誰が見て

も危険性があるからといって、これバリケードもしている中で、こういった抗

議活動をしている船、ましてそういう乗船している船長を中心にね、そのこと

が子どもたちを乗せてこれが平和学習と言えますか。 

 どう見ても考えられない、我々は。誰が見てもどの世界から見ても抗議活動

の映像がね、非常におかしいという考えを持っている方がかなりいる中で、こ

の船に乗って子どもたちが平和学習。私はね、ここは県としてこの安全対策を

含めて、こういう状況というのはしっかり言うべきじゃないの。 

 どうですか。 

 

○溜政仁知事公室長 平和学習についてといいますか、子どもたちを船に乗せ

て航行するということについて当然安全・安心ということを最優先にするべき

だというふうに我々も考えております。 

 一方、平和学習について様々な主体によって企画、実施されていると考えて

おり、その在り方について、県として特定の見解を述べるということは差し控

えたいというふうに考えております。 

 

○島袋大委員 県としてですね、本件における関与や責任をどう考えているん

ですか。 

 

○親富祖英二観光振興課長 責任というところなんですけれども、修学旅行の

誘致を行っております立場からするとですね、安全・安心というのは非常に重
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要なものというふうに考えております。 

 先ほども少し答弁させていたところなんですけれども、今回の課題として認

識している最も大きなところは、修学旅行を行うこの行程において、このよう

な直接の手配といいますか、船に乗って基地の建設現場のほうを直接見て回る

というコースをやっているということは、県として把握していなかったという

ところでございます。 

 もちろんこれについてどういった行程をとるかというのは、学校で決めると

ころではあるんですけれども、この県の推奨するツアーといいますか、そう

いったものについては、しっかりと安全が守られるものであるべきだと考えて

おりまして、沖縄県にいらっしゃる全ての学校について、できるだけその安全

を守っていきたいというふうには考えてございますので、これについては、今

後速やかに修学旅行推進協議会を開催しまして、こちらの中で現状分かってい

る情報、課題というのを共有してですね、どういったことを今後やっていくべ

きかの注意喚起もしながら、先ほど申し上げたような、今後どういうふうにし

たら、そういったことが把握でき、安全な形になるのかという仕組みをつくる

ことに向けて、県だけで分からないところも事業者さんの御意見も聞いて、そ

ういった仕組みをつくっていきたいと考えています。 

それで、御質問のありました責任というところなんですけれども、それぞれ

関与の度合いというのがあると思いますので、捜査の状況を見ながらなんです

けれども、県としてもこの安全・安心な修学旅行を守るために関与する部分に

おいて、努めていくことと思いますが、現状ではまだ分からないという状況で

ございます。 

 以上です。 

 

○島袋大委員 本件についてですね県は独自に調査を行うのか。それとも、警

察や海上保安庁に委ねるのか。 

 どうですか。 

 

○溜政仁知事公室長 現在国が十一管区等で調査を行っておりますので、その

推移について随時確認をしていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

 

○島袋大委員 調査を行う場合、この事実関係だけではなくて原因分析や県の

関与まで、県が実際これ踏み込んでいろいろやるという考えはありますか。 
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○溜政仁知事公室長 一般的に、海難事故に係る救難救助、原因究明に関わる

部分については、専門的知見と権限を有する海上保安庁あるいは運輸安全委員

会により、現在詳細な事故調査の確認や原因調査が進められているところでご

ざいます。 

 県においては、海上保安庁等の調査結果を踏まえた上で、防災関係機関との

連携など、防災に関わる部分について確認を行っていきたいというふうに考え

ているところでございます。 

 以上です。 

 

○島袋大委員 この外部有識者を含めた第三者的な検証体制を設ける考えはあ

りますか。 

 

○溜政仁知事公室長 先ほど申し上げましたとおり、今、国において調査を

行っているところでございますので、その調査のほうを待って検討するという

ことでございます。 

 以上です。 

 

○島袋大委員 今後の再発防止策をどのように講じていますか。 

 

○親富祖英二観光振興課長 今回の事故のように、修学旅行の途中で発生する

事故への再発防止についてなんですけれども、県としましては、今回の事故原

因などというのは今捜査進められていると思いますし、それに加えてですね、

なぜこのように私ども把握できなかったというところも含めて課題と思ってお

りますので、こういったものを検証して、あとは先ほど来申し上げている沖縄

県修学旅行推進協議会の中で多様な参加者がございますので、そちらの中で、

それぞれの知見も寄せ合いながらですね、注意喚起も行いつつ、意見交換をし

て、対策、どのようなことができるのか、二度とこのようなことが起きないよ

うに、修学旅行の安全・安心の確保に取り組んでいきたいと考えております。 

 以上です。 

 

○島袋大委員 このヘリ基地反対協議会は、ボランティアの活動の一環として

発言していましたけれどもね。私もこの記者会見聞きました。同志社国際高校

の会見によれば、乗員１人当たり5000円を支払っている発言しているんだけ

れども、この団体ボランティアとずっと強調していましたよ。 

 これ、乗員の個人の県税の納付状況とか把握していますか。 
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 実際この平和丸、不屈含めて、このヘリ基地反対協議会含めてですよ、これ

料金取っている状況もあるんですよね。 

 ましてや今こっちにいるオール沖縄の皆さん方も乗ったことあるか分からな

いんだけれども、我々乗ったことないですよ。ちょっとマスコミの皆さん聞い

たら何年か前乗ったことあるみたいな話しているけれどさ。 

 これ普通の平和学習とかじゃないよ。反対の抗議活動に使われているもの

で、それ一連しているんですよ。 

 これ、県はないがしろにしているんですよ。この実態も把握して、どういう

状況かこれチェックされているんですか。 

 答えられなかったら答えられないでいいですよ。  

 

○溜政仁知事公室長 運行の方法等についてもですね、併せて国において調査

をしているというふうに承知しております。 

 以上です。 

 

○島袋大委員 日に日に調査していろいろな面で報道ベースでも耳にします

し、皆さん方この対策室の中で連携していろいろと、我々にも詳細を説明する

と言っているけれども、聞くところによるとこの不屈の船長は亡くなったけれ

ども、それが転覆したからと追っていった平和丸のほうに高校生が乗っていた

とね。 

 今のこの状況を把握していけば、これ船１つが転覆したからこれを追ってい

て、高校生の女性が亡くなっているんですよね。この判断はどうするどういう

ふうにやったかですよ。 

 周辺には海上保安庁もいるんだから。そういう連携も含めてですね、できな

い状況、確かに高い波が来たからそういう把握はなかなかというのはあるかも

しれませんけれども、これだけですね、若い命を背負ってね、こういった方が

平和活動しているというのであれば、そういった危機管理も含めて先ほど救急

体制も全く把握されていないような状況ですから、ここはしっかりと、この今

まで何校か受けているような話もするし、今の高校も何年かずっと受けている

ということだけれども、過去にそういった安全のカリキュラムを含めて、どう

いう状況になったというのを県が踏み込んで確認するんじゃないの。そういう

対策も講じるべきじゃないの。ここ聞きたいんだけれど。この辺どうですか。 

 

○親富祖英二観光振興課長 把握していなかったという点につきましてはまず

御指摘のとおりで、県としまして修学旅行のいろいろモデルコースですとか誘
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致ですとか行っている中で、今回のような学校のほうが直接この船の運航事業

者さんと連絡を取って、この平和学習の一環として海に出ていくというところ

で、その際の安全確保の体制というのをしっかりされているかというのが、確

認できていなかったのが実情でございます。 

 ですので、まずはこの課題として承知しておりますので、この課題をいかに

して解決していくかというところになります。 

 具体的には先ほど来申し上げております推進協議会の中に分科会というもの

もあるんですけれども、平和学習とかですね、いろいろな分科会があります。

その中のいろいろな事業者の知見を聞いてですね、１件１件を全て県が逐一確

認するということではなかなか難しいと思うんですけれども、例えば今回であ

れば、安全な仕組みが整っているのかというのを、誰かどんなタイミングで

チェックするというような仕組みを設けるとかですね、そういった形をもっ

て、安全・安心の修学旅行をつくり上げていく、点検していくということを考

えております。 

 以上です。 

 

○島袋大委員 この一昨年の安和の事故に引き続いて、今回の海上事故も起

こってですね、辺野古の抗議活動に起因して人命が失われている事故が立て続

けに起こっているんですよ。 

 これ現実ですよ。 

 この間、県は安和の事故防止のためのガードパイプの設置等の安全対策も、

知事は放置したままであってですね、人命の危機があるにもかかわらず、抗議

活動を放置し続けてきた沖縄県の責任は重いと思っていますよ。この責任はど

のように考えているんですか。 

 あえて私は言わせてもらったら、今の沖縄県は、抗議活動、平和学習という

ものに物が言えなくなっているんですよ。 

 安全管理の徹底についてもですね、言えなくなっているんじゃないですか。 

全部ね、基地の恒久平和学習はと言われればですね、県は動けないので、今の

状況は腫れ物に触るような状態になっているんですよ。 

 ここを何とかしてこれ変えないといけませんよ。公室長、私はそういうふう

に思っているんですよ。 

 これ以上最悪の事態を生み出すわけにいきませんよ。 

 今回の事故を踏まえて、沖縄県として、人命安全確保の観点から、この抗議

活動と対峙していくつもりなのかお聞かせください。 

 これ大きな問題ですよ。 
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○溜政仁知事公室長 今回の痛ましい事故につきましては、平和学習に係る海

上案内において発生したものであり、抗議活動中の事故ではないということ

を、第十一管区海上保安本部にも確認しているところでございます。 

 ただ、先ほど来申し上げているとおり、お子さん方を船に乗せるという上で

は、安全・安心というのを大前提だというふうに我々も考えておりますので、

今後どのような在り方、安全な修学旅行等についてどのようなことができるの

かというのは、所管部を中心に我々も検討してまいりたいというふうに考えて

いるところでございます。 

 以上です。 

 

○島袋大委員 この抗議活動の皆さん方、加盟団体のヘリ基地反対協議会も含

めてかもしれないけれどね、当分の間抗議活動を自粛しますと言っているんで

すよ。 

 これ、何も責任を思ってないんだねと思って私はね。 

 ここをね、また抗議活動をそのままさせるんですか、沖縄県は。 

 私、何度も言いますけれど、ばかでかい工事車両が行き来している危ない中

で、離れているかもしれないけれど、船が入ってここが現場ですよというね、

平和学習であり得ますか。 

 同じような事故が起きた場合、誰が責任取るんですか。 

 これ安和の事故と一緒ですよ。あなた方全部放置するのこれ。これは普通の

修学旅行の皆さん方と違うよ。 

 この辺野古のこの場所に行ってね、こういった形で平和学習するということ

で転覆事故が起きたんだよ。 

 二度とあり得ませんとは言えないよ、今の状況の管理だったら。 

 どう考えるんですか。 

 

○溜政仁知事公室長 修学旅行中の安全対策等につきましては先ほど来、文化

観光スポーツ部のほうから答弁させていただいているとおりでございます。 

 まずその事項についての在り方等について文化観光スポーツ部を中心に、今

後の安全安心について検討が行われるということでございます。 

 以上です。 

 

○島袋大委員 今日入り口論ですから締めたいと思いますけれど。 

 修学旅行の誘致とかですね、今日教育委員会来ていませんよ。 
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 でもこれ船舶運航、安全管理そして県の関与という複数の論点がですね、こ

れ複雑に絡み合っているんですよ。今回のこの案件はですね。だから通常の委

員会の質疑だけでは、全体像を解明することは非常に困難だと私思っているん

ですよ。 

 これ総務企画委員会で続けながらやると思っていますけれども、ここはね。 

 我々は何もこれ、基地問題に関わっているからどうこう言うつもりありませ

んよ。何度も言いますけれども。大工事をしている中に、夢も希望もある高校

生を船に乗せて、小型の、バランスもどうなるか分からない、救急体制もでき

ていないところに、誰が見ても波が来たらひっくり返る体制で行って転覆し

て、最悪な事故が起きている。 

 それでも抗議活動させるという考えを県が持っていること自体、私はおかし

いと思っているんですよ。 

 それも踏まえてね、これ所管ですから総務委員会でそのまま続けてやっても

いいんだけれども、私は個人的にね、特別委員会をつくって集中的に私はやる

べきだと思っていますよ。 

 このヘリ基地の反対協議会もボランティアと言っておきながら、学校側から

そういった形で、燃料代か分かりませんけれど頂いているわけですからね。 

 これは一つの平和ビジネスに走っているんじゃないかなと思っています。 

 私は、これは普通の修学旅行の位置づけと違いますよ。私はそう思っており

ます。 

 委員長、もう締めますけれども、そういった形で総務企画委員会でそのまま

やるのもいいですけれども、私は集中的にほかの部署にも横断するんであれ

ば、私は特別委員会もありかなと思っていますけれど、委員長の判断で、総務

企画委員会でそのまま引き続きやっていただくんだったらそれもありだと思っ

てますので、ひとつよろしくお願いしたいと思っています。 

 以上です。 

 

○西銘啓史郎委員長 答弁はよろしいですか。 

 

○島袋大委員 はい。 

 

○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。 

 渡久地修委員。 

 

○渡久地修委員 今回、お二人が亡くなるという大変痛ましい事故が起こりま
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した。 

 本当にこれは皆さんも含め、私も、そして多くの県民も、本当に心痛めてい

ると思います。 

 本当に心からお悔やみ申し上げるとともに、もうこういったことを再び起こ

さないために、やはり再発防止策、しっかりやるということ、とても大事だと

思いますので、そういう立場から幾つか確認させていただきたいと思います。 

 １つはあそこの船が転覆した区域は、工事をやっている区域ではなくて、制

限区域外と立入禁止区域外だと思うんですが、その辺はいかがですか。 

 

○古堅宗一朗危機管理課長 先ほども答弁しましたが、２隻の船の航路・航跡

等についても調査中ということで伺っております。 

 現時点において制限区域内か外かという、報道とかでは外だということで、

我々も承知しておりますけれど、断じてここではありませんでしたというには

まだ情報が少な過ぎるという認識でございます。 

 以上です。 

 

○渡久地修委員 先ほど公室長も答弁していましたけれど、今回の事故につい

ての海保の見解、どういう見解ですか。 

 

○古堅宗一朗危機管理課長 現段階で第十一管区海上保安本部等によれば、波

を受けて転覆したと見られるという表現でこちらも情報共有がありましたけれ

ども、その他の詳細についてはまだ現在調査中ということで情報共有がありま

した。 

 以上でございます。 

 

○渡久地修委員 それと、公室長が先ほど答弁していたこれは平和学習であっ

たということで、それについて第十一管区ですか、そこもそういう報告してい

たということを言っていましたけれど、もう一度お願いします。 

 

○溜政仁知事公室長 事故につきまして、第十一管区海上保安本部に確認した

ところ、平和学習に係る海上案内において発生したものであり、抗議活動中の

事故ではないということでございました。 

 以上です。 

 

○渡久地修委員 今のは県の見解ではなくて、海上保安庁の見解ということで
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いいんですか。 

 

○溜政仁知事公室長 はい。 

 第十一管区海上保安本部の見解ということでございます。 

 

○渡久地修委員 県民みんなが心を痛めているのが、平和学習、修学旅行の中

で起こった人命を失うという事故だということでね、物すごい、みんな心が張

り裂けるような深い悲しみだと思うんですけれども、やはりいろいろ今日質疑

あったんだけれど、原因究明はこれから海保中心にやっていくんですよね。 

 その辺いかがです。 

 

○古堅宗一朗危機管理課長 海上保安庁とともに、国土交通省の事故調査委員

会、この両者がメインに調査が行われると聞いております。 

 以上です。 

 

○渡久地修委員 今回のこの平和学習の中で起こった事故だけに、やはり原因

究明、そして再発防止、これ徹底していくということは、もうこれからとても

大事になっていますので、それはぜひ県としても、関係機関とも協力して全力

で上げてもらいたいと思いますけれど、公室長、最後にお願いします。 

 

○溜政仁知事公室長 事故原因につきましては先ほども言いましたとおり国土

交通省の運輸安全委員会、あるいは、第十一管区海上保安本部が中心になって

行うということは承知しております。 

 県としましても、情報が入り次第速やかに情報提供なりを行いたいと考えて

いるところでございますし、また安全管理の徹底につきましても、修学旅行を

所管している文化観光スポーツ部等を中心にですね、今後より一層、修学旅

行、海の安全・安心等について対策を講じてまいりたいというふうに考えてお

ります。 

 以上です。 

 

○西銘啓史郎委員長 古堅宗一朗危機管理課長から発言訂正がございます。 

 

○古堅宗一朗危機管理課長 申し訳ありません。 

 先ほどの答弁にありましたけれど、先ほど私が申し上げた国土交通省事故調

査委員会というのは、運輸安全委員会の間違いです。 
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 訂正いたします。 

 おわびいたします。 

 

○渡久地修委員 先日、校長先生がお見えになったということですけれども、

これはやはり高校生にも大きなショックを与えていると思います。県内の高校

生にも、ショック与えていると思いますので、その辺の心のケアというんです

か。その辺はですね沖縄県としてもぜひ教育委員会ともよく相談して、しっか

りやれるような対策を取ってもらいたいと思うんですが、いかがでしょうか。 

 

○嘉手納克子地域保健課班長 お答えします。 

 この事故が発生した当初も、沖縄県に精神保健福祉センターがございます

が、そこも相談体制を整えて、相談があった際には、対応できるようにという

ことで、体制を整えさせていただいた上で、こちらのほうから京都府の同志社

国際高校のほうへもお電話差し上げて、そういう体制がありますのでというこ

とでお伝えしていたところです。 

 県内の高校生においても、多分そういった動揺があると思いますので、教育

庁と協力しながら、そういった相談窓口の周知を図っていきたいと思います。 

 以上です。 

 

○渡久地修委員 ぜひ、その辺も含めてしっかりケアできるように、そして何

より再発防止、これはもうみんなが力を合わせてやっていかないといけないと

思いますので、ひとつよろしくお願いします。 

  

○西銘啓史郎委員長 ほかに質疑はありませんか。 

 

   （「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

○西銘啓史郎委員長 質疑なしと認めます。 

 以上で、辺野古沖の船転覆事故についての質疑を終結いたします。 

 休憩いたします。 

 説明の皆様、御苦労さまでした。 

 どうぞ御退席ください。 

 

   （休憩中に、執行部退席） 
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○西銘啓史郎委員長 再開いたします。 

 議案及び陳情に対する質疑については全て終結し、採決を残すのみとなって

おります。 

 休憩いたします。 

 議案等の採決に入ります前に、採決の順序及び方法などの取扱いについて御

協議をお願いします。 

 

   （休憩中に、議案等の採決の順序等について協議） 

 

 

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。 

まず、乙第１号議案沖縄県公益認定等審議会条例の一部を改正する条例、乙

第２号議案沖縄県職員の給与に関する条例及び沖縄県会計年度任用職員の給与

及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例、乙第３号議案沖縄県職員の

特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例、乙第４号議案情報通信技術

を効果的に活用するための規制の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例、

乙第５号議案沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例、乙第27号

議案沖縄県警察職員の定員に関する条例の一部を改正する条例、乙第28号議

案沖縄県警察関係手数料条例の一部を改正する条例の７件を一括して採決いた

します。 

 お諮りいたします。 

 ただいまの条例７件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○西銘啓史郎委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、乙第１号議案から乙第５号議案まで、乙第27号議案及び乙第28号

議案の７件は原案のとおり可決されました。 

 次に、乙第48号議案包括外部監査契約の締結についてを採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいまの議案は、これを可決することに御異議ありませんか。 

 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○西銘啓史郎委員長 御異議なしと認めます。 



総務企画委員会記録 

- 79 - 
R8.03.19-06 

 よって、乙第48号議案は、可決されました。 

 次に、乙第49号議案副知事の選任についてを採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいまの議案は、これに同意することに御異議ありませんか。 

 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○西銘啓史郎委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、乙第49号議案は、これに同意することに決定いたしました。 

 次に、乙第50号議案専決処分の承認についてを採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいまの議案は、これを承認することに御異議ありませんか。 

 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○西銘啓史郎委員長 御異議なしと認めます。 

 よって乙第50号議案は、これを承認することに決定いたしました。 

 次に、令和７年第７回議会乙第１号議案の取扱いについて確認いたします。 

 休憩いたします。 

 

   （休憩中に、取扱いについて協議した結果、継続審査としないことで意

見の一致を見た。） 

 

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。 

 次に陳情の採決を行います。 

 陳情の採決に入ります前に、その取扱いについて御協議をお願いいたしま

す。 

 休憩いたします。 

 

   （休憩中に、議案等採決区分表により協議） 

 

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。 

 お諮りいたします。 

 陳情令和６年第96号ほか27件を継続審査とすることに御異議ありません

か。 
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   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○西銘啓史郎委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、さよう決定いたしました。 

 次に、閉会中継続審査・調査事件についてを議題といたします。 

 先ほど、閉会中継続審査・調査すべきものとして決定した陳情28件と、た

だいまお示ししました本委員会所管事務調査事項を閉会中継続審査及び調査事

件として議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○西銘啓史郎委員長 御異議なしと認めます。 

 よってさよう決定いたしました。 

 次にお諮りいたします。 

 ただいま議決しました議案等に対する委員会審査報告書の作成等につきまし

ては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○西銘啓史郎委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、さよう決定いたしました。 

 次に、視察・調査についてを議題といたします。 

 休憩いたします。 

 

   （休憩中に、海外視察・調査の日程、視察先等について協議） 

 

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。 

視察・調査につきましては、休憩中に御協議しましたとおり実施に向けて検

討していくこととし、詳細な事項等につきましては、委員長に御一任願いたい

と思います。 

 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○西銘啓史郎委員長 以上で、本委員会に付託された議案及び陳情の処理は、
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全て終了いたしました。 

 委員の皆さん、御苦労さまでした。 

 本日の委員会は、これをもって散会いたします。 
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